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競技者・監督の皆さんへ 2021 年度競技規則修改正のポイント 

（一財）長野陸上競技協会 競技運営委員会 
≪はじめに≫ 
○昨年度、WA の競技規則の体系が変更になり、「Competition Rules（CR）」と「Technical Rules（TR）」

に分けられた。日本陸連競技規則は従来の体系で記載（新体系を併記）したが、2021 年度より WA
同様の新体系で記載することとなった。なお、2021 年度に限り旧体系が併記される。   

例）第 163 条 2 (a) → TR17.2.1  
≪2021.4.1 適用の修改正≫ 
○TR5 競技用靴   
  2020.12.1 よりトラック種目・フィールド種目 すべての競技に適用（駅伝競走を除く）。 
  ⇒2020 年 11 月 30 日までの移行期間中で改正規則を適用しない競技会の場合、規格外の靴を使用

している競技者も出場が可能で、該当競技者のリザルトの備考欄に県内では「PS」と表記し処理

を行っておりました。移行期間が終了したことに伴い、今後は規格外の靴では競技会に参加する

ことはできません。（招集所にて検査を行い、規格外の靴の競技者は欠場扱いとなります。万が一、

招集所を通過した場合でも競技終了後に審判長によって失格が宣告され、記録は無効となります。） 
  ⇒26.5～27.0cm（サイズ 42 (EUR)）の靴を基準としているため、靴底の厚さの計測では多少の誤

差が生じる場合もあります。基準値を超えていても WA の承認リストに掲載されている靴であれ

ば出場可能ですが、中敷きを変更している場合は出場できません。 
⇒駅伝競走については本条項が適用されません。 

種 目 最大の厚さ 備 考  

ト
ラ
ッ
ク 

800m 未満 20mm リレーにおいては、各走者が走る

距離に応じて適用する。 800m 以上 25mm 
競歩競技 40mm トラック競技・道路競技 

フ
ィ
ー
ル
ド 

三段跳 25mm 靴の前の部分の中心点の靴底の

厚さは、踵の中心点の靴底の厚さ

を超えてはならない。 
それ以外 
※全ての投てき種目、高さの跳躍及

び、三段跳を除く長さの跳躍種目 
20mm 

クロスカントリー 25mm  
ロード 40mm  

○TR5.10 アスリートビブス 

  アスリートビブス（ビブス）のサイズが変更。 
  ⇒「横 24cm 以内×縦 20cm 以内」から「横 24cm 以内×縦 16cm 以内」へ。ただし、中体連・高

体連で現在使用しているものや旧規格の在庫がある場合は、2023 年 3 月末まで旧規格の使用可。 
○TR19.24.5 トランスポンダーシステム 
  競技会によって、ネットタイムを参加標準記録の資格記録として扱ってもよい。 
  ⇒正式の時間はグロスタイム（信号器のスタート合図）です。各大会参加要項をご確認ください。 
○TR23.7 障害物競走  
  水濠を越える際のルールの明確化。 
  ⇒水濠を越える際は、水濠の左右を問わず水濠以外の地面を踏んではいけません。（「距離が短くな

る・ならない」「外に出た歩数」ではなく、「きちんと水濠を越えたか・越えていないか」で判定） 
≪2022.4.1 適用予定の修改正 ※1 年延期となった≫ 
○TR29・30 走幅跳・三段跳  
  踏み切りを行う際、足または靴のどこかが踏切線の垂直面より前に出た時は無効試技とする。 

⇒現行の「身体のどこかが踏切線の先の地面（粘土板を含む）に触れた時」からの変更です。現在

は靴の先端（地面からわずかに浮いている部分）が踏切線を越えていても、粘土板に痕跡が残ら

なければ無効試技となりませんが、2022 年度からは無効試技となります。 
※これに伴い、粘土板の角度も 45度から 90度へ、競技会によってはビデオカメラ等を使用します。 

 
 詳細については、審判講習会資料もしくは 2021 年度版陸上競技ルールブックを参照されたい。 

文責：青柳 智之（日本陸上競技連盟競技運営委員･JTO／長野陸上競技協会競技運営委員長） 
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条条文文番番号号  対対比比表表（（案案））  

【Competition Rules：競技会規則】 

新条文番号 従前条文番号 条文名 

Rule 1 of the Competition Rules or CR1 Rule 2 
第 2 条 

Authorisation to Stage Competitions 
競技会の開催認可 

Rule 2 of the Competition Rules or CR2 
Rule 3 

第 3 条 

Regulations Governing the Conduct of 
International Competitions 
国際競技会を実施するための統括規則 

Rule 3 of the Competition Rules or CR3 
Rule 110 
第 110 条 

International Officials 
国際競技会役員 

Rule 4 of the Competition Rules or CR4 Rule 111 
第 111 条 

Organisational Delegates 
組織代表 

Rule 5 of the Competition Rules or CR5 Rule 112 
第 112 条 

Technical Delegates 
技術代表 

Rule 6 of the Competition Rules or CR6 Rule 113 
第 113 条 

Medical Delegates 
医事代表 

Rule 7 of the Competition Rules or CR7 Rule 114 
第 114 条 

Anti-Doping Delegates 
アンチ・ドーピング代表 

Rule 8 of the Competition Rules or CR8 Rule 115 
第 115 条 

International Technical Officials (ITOs) 
ITOs（国際技術委員）と JTOs（日本陸連技術委員） 

Rule 9 of the Competition Rules or CR9 
Rule 116 

第 116 条 

International Race Walking Judges (IRWJs) 
IRWJｓ（国際競歩審判員）と 
JRWJs（日本陸連競歩審判員） 

Rule 10 of the Competition Rules or CR10 Rule 117 
第 117 条 

International Road Course Measurers 
国際道路コース計測員 

Rule 11 of the Competition Rules or CR11 
Rule 118 

第 118 条 

International Starters and International Photo 
Finish Judges 
国際スターターと国際写真審判員 

Rule 12 of the Competition Rules or CR12 Rule 119 
第 119 条 

Jury of Appeal 
ジュリー 

Rule 13 of the Competition Rules or CR13 Rule 120 
第 120 条 

Officials of the Competition 
競技会役員〔国内競技会〕 

Rule 14 of the Competition Rules or CR14 
Rule 121 
第 121 条 

Competition Director 
競技会ディレクター 

Rule 15 of the Competition Rules or CR15 Rule 122 
第 122 条 

Meeting Manager 
総務 

Rule 16 of the Competition Rules or CR16 Rule 123 
第 123 条 

Technical Manager 
技術総務 

Rule 17 of the Competition Rules or CR17 Rule 124 
第 124 条 

Event Presentation Manager 
イベント・プレゼンテーション・マネージャー 

Rule 18 of the Competition Rules or CR18 Rule 125 
第 125 条 

Referees 
審判長 

Rule 19 of the Competition Rules or CR19 
Rule 126 
第 126 条 

Judges 
審判員 

Rule 20 of the Competition Rules or CR20 Rule 127 
第 127 条 

Umpires (Running and Race Walking Events) 
監察員（競走、競歩種目） 

Rule 21 of the Competition Rules or CR21 
Rule 128 
第 128 条 

Timekeepers, Photo Finish Judges and 
Transponder Timing Judges 
計時員、写真判定員とトランスポンダー係 
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Rule 22 of the Competition Rules or CR22 
Rule 129 

第 129 条 

Start Coordinator, Starter, Recallers 
スタートコーディネーターとスターター 
            およびリコーラー 

Rule 23 of the Competition Rules or CR23 Rule 130 
第 130 条 

Starter's Assistants 
出発係 

Rule 24 of the Competition Rules or CR24 Rule 131 
第 131 条 

Lap Scorers 
周回記録員 

Rule 25 of the Competition Rules or CR25 
Rule 132 

第 132 条 

Competition Secretary, Technical Information 
Centre (TIC) 
記録・情報処理員、ﾃｸﾆｶﾙ・ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ・ｾﾝﾀｰ（TIC） 

Rule 26 of the Competition Rules or CR26 Rule 133 
第 133 条 

Marshal 
マーシャル 

Rule 27 of the Competition Rules or CR27 Rule 134 
第 134 条 

Wind Gauge Operator 
風力計測員 

Rule 28 of the Competition Rules or CR28 
Rule 135 
第 135 条 

Measurement Judge (Scientific) 
計測員（科学） 

Rule 29 of the Competition Rules or CR29 Rule 136 
第 136 条 

Call Room Judges 
競技者係 

Rule 30 of the Competition Rules or CR30 Rule 137 
第 137 条 

Advertising Commissioner 
広告コミッショナー 

Rule31 of the Competition Rules or CR31 Rule 260 
第 260 条 

World Records 
世界記録 

Rule 32 of the Competition Rules or CR32 Rule 261 
第 261 条 

Events for which World Records are Recognised 
世界記録が公認される種目 

Rule 33 of the Competition Rules or CR33 
Rule 262 

第 262 条 

Events for which World U20 Records are 
Recognised 
U20 世界記録が公認される種目 

Rule 34 of the Competition Rules or CR34 
Rule 263 

第 263 条 

Events for which World Indoor Records are 
Recognised 
室内世界記録として公認される種目 

Rule 35 of the Competition Rules or CR35 
Rule 264 

第 264 条 

Events for which World U20 Indoor Records are 
Recognised 
U20 室内世界記録が公認される種目 

Rule 36 of the Competition Rules or CR36 Rule 265 
第 265 条 

Other Records 
その他の記録 

〔国内〕 
Rule 37 of the Competition Rules or CR37 

第 266 条 日本記録と公認記録 

〔国内〕 
Rule 38 of the Competition Rules or CR38 

第 138 条 アナウンサー 

〔国内〕 
Rule 39 of the Competition Rules or CR39 

第 139 条 公式計測員 

 
【Technical Rules：競技規則】 

新条文番号 従前条文番号 条文名 

Rule 1 of the Technical Rules or TR1 Rule 100 
第 100 条 

General 
総則 

Rule 2 of the Technical Rules or TR2 Rule 140 
第 140 条 

The Athletics Facility 
陸上競技場 

Rule 3 of the Technical Rules or TR3 
Rule 141 
第 141 条 

Age and Sex Categories 
年齢と性別 
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Rule 4 of the Technical Rules or TR4 
Rule 142 
第 142 条 

Entries 
申し込み 

Rule 5 of the Technical Rules or TR5 Rule 143 
第 143 条 

Clothing, Shoes, and Athlete Bibs 
服装、競技用靴、アスリートビブス 

Rule 6 of the Technical Rules or TR6 Rule 144 
第 144 条 

Assistance to Athletes 
競技者に対する助力 

Rule 7 of the Technical Rules or TR7 Rule 145 
第 145 条 

Effect of Disqualification 
失格 

Rule 8 of the Technical Rules or TR8 Rule 146 
第 146 条 

Protests and Appeals 
抗議と上訴 

Rule 9 of the Technical Rules or TR9 Rule 147 
第 147 条 

Mixed Competition 
男女混合の競技 

Rule 10 of the Technical Rules or TR10 Rule 148 
第 148 条 

Surveying and Measurements 
測量と計測 

Rule 11 of the Technical Rules or TR11 Rule 149 
第 149 条 

Validity of Performance 
記録の有効性 

Rule 12 of the Technical Rules or TR12 Rule 150 
第 150 条 

Video Recording 
ビデオ記録 

Rule 13 of the Technical Rules or TR13 
Rule 151 
第 151 条 

Scoring 
得点 

Rule 14 of the Technical Rules or TR14 Rule 160 
第 160 条 

Track Measurements 
トラックの計測 

Rule 15 of the Technical Rules or TR15 Rule 161 
第 161 条 

Starting Blocks 
スターティング・ブロック 

Rule 16 of the Technical Rules or TR16 Rule 162 
第 162 条 

The Start 
スタート 

Rule 17 of the Technical Rules or TR17 Rule 163 
第 163 条 

The Race 
レース 

Rule 18 of the Technical Rules or TR18 
Rule 164 
第 164 条 

The Finish 
フィニッシュ 

Rule 19 of the Technical Rules or TR19 Rule 165 
第 165 条 

Timing and Photo Finish 
計時と写真判定 

Rule 20 of the Technical Rules or TR20 
Rule 166 

第 166 条 

Seedings, Draws and Qualifications in Track 
Events 
トラック競技におけるラウンドの通過 

Rule 21 of the Technical Rules or TR21 
Rule 167 
第 167 条 

Ties 
同成績 

Rule 22 of the Technical Rules or TR22 Rule 168 
第 168 条 

Hurdle Races 
ハードル競走 

Rule 23 of the Technical Rules or TR23 Rule 169 
第 169 条 

Steeplechase Races 
障害物競走 

Rule 24 of the Technical Rules or TR24 Rule 170 
第 170 条 

Relay Races 
リレー競走 

Rule 25 of the Technical Rules or TR25 Rule 180 
第 180 条 

General Conditions – Field Events 
総則－フィールド競技 

Rule 26 of the Technical Rules or TR26 
Rule 181 
第 181 条 

General Conditions –Vertical Jumps 
総則－垂直跳躍 

Rule 27 of the Technical Rules or TR27 Rule 182 
第 182 条 

High Jump 
走高跳 

Rule 28 of the Technical Rules or TR28 Rule 183 
第 183 条 

Pole Vault 
棒高跳 
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Rule 29 of the Technical Rules or TR29 
Rule 184 
第 184 条 

General Conditions –Horizontal Jumps 
総則－水平跳躍 

Rule 30 of the Technical Rules or TR30 Rule 185 
第 185 条 

Long Jump 
走幅跳 

Rule 31 of the Technical Rules or TR31 Rule 186 
第 186 条 

Triple Jump 
三段跳 

Rule 32 of the Technical Rules or TR32 Rule 187 
第 187 条 

General Conditions –Throwing Events 
総則－投てき種目 

Rule 33 of the Technical Rules or TR33 Rule 188 
第 188 条 

Shot Put 
砲丸投 

Rule 34 of the Technical Rules or TR34 Rule 189 
第 189 条 

Discus Throw 
円盤投 

Rule 35 of the Technical Rules or TR35 Rule 190 
第 190 条 

Discus Cage 
円盤投用囲い 

Rule 36 of the Technical Rules or TR36 Rule 191 
第 191 条 

Hammer Throw 
ハンマー投 

Rule 37 of the Technical Rules or TR37 Rule 192 
第 192 条 

Hammer Cage 
ハンマー投用囲い 

Rule 38 of the Technical Rules or TR38 
Rule 193 
第 193 条 

Javelin Throw 
やり投 

Rule 39 of the Technical Rules or TR39 Rule 200 
第 200 条 

Combined Events Competitions 
混成競技 

Rule 40 of the Technical Rules or TR40 
Rule 210 

第 210 条 

Applicability of Outdoor Rules to Indoor 
Competitions 
屋外競技規則の室内競技への適用 

Rule 41 of the Technical Rules or TR41 Rule 211 
第 211 条 

The Indoor Stadium 
室内競技場 

Rule 42 of the Technical Rules or TR42 Rule 212 
第 212 条 

The Straight Track 
直走路（室内） 

Rule 43 of the Technical Rules or TR43 Rule 213 
第 213 条 

The Oval Track and Lanes 
周回トラックおよびレーン（室内） 

Rule 44 of the Technical Rules or TR44 
Rule 214 

第 214 条 

Start and Finish on the Oval Track 
周回トラックのスタートおよびフィニッシュ 
（室内） 

Rule 45 of the Technical Rules or TR45 Rule 215 
第 215 条 

Seedings, Draw for Lanes in Track Events 
トラック競技におけるレーンの抽選（室内） 

Rule 46 of the Technical Rules or TR46 Rule 216 
第 216 条 

Clothing, Shoes and Athlete Bibs 
服装、競技用靴、アスリートビブス（室内） 

Rule 47 of the Technical Rules or TR47 Rule 217 
第 217 条 

Hurdle Races 
ハードル競走（室内） 

Rule 48 of the Technical Rules or TR48 
Rule 218 
第 218 条 

Relay Races 
リレー競走（室内） 

Rule 49 of the Technical Rules or TR49 Rule 219 
第 219 条 

High Jump 
走高跳（室内） 

Rule 50 of the Technical Rules or TR50 Rule 220 
第 220 条 

Pole Vault 
棒高跳（室内） 

Rule 51 of the Technical Rules or TR51 Rule 221 
第 221 条 

Horizontal Jumps 
長さの跳躍（室内） 

Rule 52 of the Technical Rules or TR52 
Rule 222 
第 222 条 

Shot Put 
砲丸投（室内） 
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Rule 53 of the Technical Rules or TR53 Rule 223 
第 223 条 

Combined Events Competitions 
混成競技（室内） 

Rule 54 of the Technical Rules or TR54 Rule 230 
第 230 条 

Race Walking 
競歩競技 

Rule 55 of the Technical Rules or TR55 Rule 240 
第 240 条 

Road Races 
道路競技 

Rule 56 of the Technical Rules or TR56 Rule 250 
第 250 条 

Cross Country Races 
クロスカントリー競技 

Rule 57 of the Technical Rules or TR57 Rule 251 
第 251 条 

Mountain and Trail Races 
マウンテンレースとトレイルレース 
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2021 年度 日本陸上競技連盟競技規則修改正（案） 
競技運営委員会 

2021.2.13 
（太字：修改正、追加、挿入  修改正前：削除  修正前＆修改正：移動） 

 
【CR：競技会規則】 

新新番番号号  従従前前番番号号  修修改改正正前前  修修改改正正  
定義 §1 規則が適用される国際競技会 国際競技会定義【「定義」として別括り掲載】 
CR8 §115 ITOｓ（国際技術委員） ITOｓ（国際技術委員）とと JJTTOOss（（日日本本陸陸連連技技術術

委委員員））  
CR13 §120 競技会役員 

 
競技会役員 
〔〔国国際際〕〕  
競競技技会会のの主主催催者者おおよよびび加加盟盟団団体体はは、、競競技技会会がが開開

催催さされれるる加加盟盟団団体体のの規規則則にに従従いい、、すすべべててのの競競技技

役役員員をを任任命命すするる。。国国際際競競技技会会定定義義 11..11、、11..22、、11..33
及及びび 11..66 のの競競技技会会のの場場合合はは、、WWAA がが定定めめるる規規則則おお

よよびび競競技技会会がが開開催催さされれるる加加盟盟団団体体がが定定めめるる規規則則

おおよよびび手手順順にに従従いい、、すすべべててのの役役員員をを任任命命すするる。。  
WWAA 規規則則にに記記載載ししてていいるる競競技技役役員員リリスストトはは、、主主要要

国国際際競競技技会会にに必必要要とと考考ええらられれるる役役員員構構成成ででああ

りり、、主主催催者者はは地地域域のの状状況況にに応応じじててここれれをを変変更更しし

ててももよよいい。。 
CR16.1 §123 技術総務 技術総務 

〔国内〕 
44..  道道路路競競技技ににおおいいててはは、、ココーーススのの整整備備状状況況やや設設

備備、、用用器器具具のの配配置置等等がが競競技技規規則則やや競競技技会会のの技技

術術的的・・組組織織的的計計画画にに従従っってていいるるここととをを確確認認すす

るる。 
CR18.5 
ｸﾞﾘｰﾝ 

§125-5 
ｸﾞﾘｰﾝ 

審判長 審判長 
((77))  リリレレーー競競技技でではは、、当当該該競競技技会会ののどどののララウウンン

ドドででああっっててもも、、一一人人ままたたはは複複数数ののチチーームムメメンン

ババーーがが受受けけたたカカーードドはは、、チチーームムにに対対ししてて示示ささ

れれたたももののととししててカカウウンントトすするる。。ここののたためめ、、もも

しし、、リリレレーーにに出出場場ししてていいるる一一人人のの選選手手ががリリレレ

ーー競競技技のの予予選選、、決決勝勝等等ののララウウンンドドでで２２枚枚目目のの

イイエエロローーカカーードドをを示示さされれたたののなならら、、当当該該リリレレ

ーー・・チチーームムははレレッッドドカカーードドをを示示さされれたたここととにに

ななりり、、失失格格ととななるる。。リリレレーー競競技技でで示示さされれたたカカーー

ドドはは、、リリレレーー・・チチーームムにに対対ししててののみみ効効力力ががああ

りり、、個個別別競競技技者者単単位位ととししててはは無無関関係係ででここれれをを

カカウウンントトししなないい。。  
CR23.2 §130-2 出発係 

〔国内〕 
 800ｍを超えるレースではスタートラインに

並べる。 

出発係 
〔国内〕 
 800ｍを超えるレースではスタートラインの

後後方方約約 11ｍｍののととこころろにに並べる。 
CR25.4 §132-4 記録・情報処理員・TIC 

 （略号表記：文章形式での表記） 
記録・情報処理員・TIC 
 （略号表記：一一覧覧表表形形式式での表記） 

CR25.4 
ｸﾞﾘｰﾝ 

§132-4 
ｸﾞﾘｰﾝ 

記録・情報処理員・TIC 
･･･達成される。 

 

記録・情報処理員・TIC 
･･･達成される。 
‘‘rr’’  はは競競技技者者がが怪怪我我にによよっってて競競技技継継続続ががででききなな

いい場場合合、、ああるるいいはは競競技技者者ががそそれれ以以上上競競技技をを行行わわ

なないいとと決決めめたた場場合合にに使使用用すするるここととをを想想定定ししてて

いいるる。。競競技技者者がが、、そそれれ以以上上競競技技をを行行うう必必要要ががなな

いいとといいううケケーーススはは走走高高跳跳やや棒棒高高跳跳ででよよくくああるる

がが、、他他のの選選手手にによよるる競競技技がが続続いいてていいるる際際ににはは、、

TTRR2255..1177 にに規規定定さされれてていいるる試試技技時時間間にに影影響響がが

ああるるここととにに留留意意すするる必必要要ががああるる。。競競技技ををややめめるる

者者がが出出るるここととにによよりり、、競競技技をを続続行行ししてていいるる競競技技

者者のの人人数数がが 33 人人、、22 人人ままたたはは 11 人人とと減減りり、、適適用用

すするる試試技技時時間間がが変変化化すするる可可能能性性ががああるるたためめでで

ああるる。。  
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試試技技放放棄棄（（離離脱脱））はは混混成成競競技技ににもも関関連連ががあありり、、

そそのの後後にに行行ななわわれれるるトトララッックク競競技技のの組組数数ににもも

影影響響をを与与ええるる可可能能性性ががああるる。。  
他他ののフフィィーールルドド競競技技でではは、、代代替替方方法法ととししてて、、残残

りり全全ててのの試試技技のの機機会会をを「「パパスス扱扱いい（（－－））」」ととすするる

ここととももででききるるがが、、競競技技者者はは後後かからら気気がが変変わわるるここ

ととももああるるののでで、、‘‘rr’’  をを記記載載すするるここととにによよりり当当該該

競競技技者者ががそそのの後後のの試試技技をを行行わわなないいとといいうう意意思思

表表示示ををししたたここととをを明明確確ににすするるももののででああるる。。  
CCRR66 のの WWAA 解解釈釈もも参参照照ののこことと。。  

CR28 §135 計測員（科学） 
〔注意〕 
競技中に計測機器が正常に作動しているかを

確認する必要が出てくる場合に備え、競技場所

には検査済鋼鉄製巻尺を用意しておく。 
〔国内〕 
計測装置の動作確認には、JIS 規格1級認証品

の鋼鉄製巻尺を使用する。 
 

計測員（科学） 
〔注意〕 
計計測測機機器器のの一一連連ののチチェェッッククはは当当該該機機器器をを使使用用

すするる次次のの競競技技がが行行わわれれるるままででのの間間にに行行うう。。競競技技

中中にに正正常常にに作作動動ししなないいとといいっったた正正当当なな理理由由がが

ああるる場場合合ににはは、、競競技技中中にに計計測測機機器器ののチチェェッッククをを

行行ううがが、、そそのの際際ににはは通通常常はは検検査査済済鋼鋼鉄鉄製製巻巻尺尺をを

使使用用せせずずににチチェェッッククをを行行うう。。  
〔〔注注釈釈〕〕  
距距離離をを測測るるチチェェッッククポポイインントトににゴゴルルフフののテティィ

ーー等等ででママーーククししてておおきき、、速速ややかかににチチェェッッククでできき

るるよよううににししてておおくくととよよいい。。  
〔国内〕 
1. 計測装置の動作確認には、JIS 規格1級認証

品の鋼鉄製巻尺を使用する。 
22.. 競技中に計測機器が正常に作動しているか

を確認する必要が出てくる場合に備え、競技場

所には検査済鋼鉄製巻尺を用意しておく。 
CR31.3.5 §260-3 

(e) 
競技種目終了後、本規則および The Anti-
Doping Regulations に基づいて実施されるド

ーピング検査に検体を提出すること。提出され

た検体は WADA 認定分析機関に送られ、分析

される。Athletics Integrity Unit に送り返され

た分析結果は、記録公認手続きのために競技規

則として提出を求めるその他の情報に加えら

れる。検査の結果、ドーピング規程に違反して

いたことが判明した場合、またはドーピング検

査が実施されなかった場合、記録は公認しな

い。 

競競技技者者がが世世界界新新記記録録ままたたはは世世界界タタイイ記記録録をを樹樹

立立ししたたらら、、競競技技終終了了後後直直ちちににドーピング検査を

受 け な け れ ば な ら な い 。 AAnnttii--DDooppiinngg  
RReegguullaattiioonnss（（ドドーーピピンンググ防防止止規規則則・・AAppppeennddiixx55
－－55..44..44aa））でで認認めめらられれてていいるる事事由由以以外外ででのの遅遅延延

はは認認めめらられれなないい。。世世界界記記録録のの承承認認ののたためめののドー

ピング検査は、アンチドーピング規則に従って

厳密に実施され、検体は収集後速速ややかかにに WADA
認定分析機関に送られ、分析されななけけれればばなならら

なないい。。440000mm 以以上上種種目目でではは、、世世界界記記録録をを承承認認すす

るるたためめにに収収集集さされれたた検検体体はは、、赤赤血血球球生生成成刺刺激激剤剤

（（EESSAA））ににつついいてて分分析析さされれななけけれればばななららなないい。。

ドドーーピピンンググ検検査査にに関関連連すするる文文書書（（ドドーーピピンンググ管管

理理フフォォーームムおおよよびび対対応応すするる検検査査結結果果））はは、、入入手手

次次第第、、直直ちちにに WWAA にに送送付付すするるももののととしし、、理理想想とと

すすれればば、、記記録録申申請請のの際際にに記記載載ししななけけれればばななららなな

いい世世界界記記録録申申請請書書類類一一式式とと共共にに、、競競技技開開催催日日をを

含含めめ 3300 日日以以内内にに WWAA 事事務務局局にに発発送送さされれななけけれれ

ばばななららなないい（（CCRR3311..66 参参照照））。。ドドーーピピンンググ検検査査にに

関関すするる書書類類はは  AAtthhlleettiiccss  IInntteeggrriittyy  UUnniitt ににおおいい

てて審審査査さされれ、以下の場合には記録は公認しな

い。 
aa..ドドーーピピンンググ検検査査がが実実施施さされれてていいなないい場場合合  
bb..ドドーーピピンンググ検検査査がが競競技技規規則則ままたたははアアンンチチドド

ーーピピンンググ規規則則にに従従っってて実実施施さされれてていいなないい場場

合合  
cc..ドドーーピピンンググ検検査査のの検検体体がが分分析析にに適適ししてていいなな

いい場場合合、、ままたたはは 440000mm 以以上上のの競競走走競競技技でで

EESSAA のの分分析析さされれてていいなないい場場合合  
dd..  ドドーーピピンンググ検検査査にによよりりアアンンチチドドーーピピンンググ規規

則則にに違違反反ししてていいるるここととがが判判明明ししたた場場合合 
CR31.6 §260-6 WA への公式申請書は 30 日以内に記入し、WA

事務局に送付されなければならない。 
WA への公式申請書は 30 日以内に記入し、WA
事務局に送付されなければならない。外外国国人人選選
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手手ままたたはは外外国国チチーームムにに関関すするる申申請請書書ででああれればば、、

当当該該申申請請書書ののココピピーー当当該該外外国国人人選選手手ままたたはは外外

国国チチーームムのの所所属属すするる加加盟盟団団体体にに対対ししてて、、同同じじ期期

限限内内にに送送付付さされれななけけれればばななららなないい。。 
CR31.14.4 

ｸﾞﾘｰﾝ 
§260-14 

(d) 
 TR17.3 に違反したり、混成競技の個々の種目

において TR39.8.3 で認められている不正スタ

ート（１回目の不正スタートの後の２回目以降

のスタート）での記録は、世界記録としては公

認されない。 
（（ｸｸﾞ゙ﾘﾘｰーﾝﾝ））  

TTRR3311..1144..44 ののみみをを適適用用すするる場場合合はは、、TTRR1177..44 にに

基基づづくく例例外外はは適適用用さされれなないいとといいううここととをを明明確確

化化すするる。。 
CR37 §266 

 
日本記録と公認記録 
 国内記録のみが対象につき、〔国内〕第 266 条 

日本記録と公認記録 
 国内記録のみが対象につき、〔〔国国内内〕〕CCRR3377 

CR38 §138 アナウンサー 
 国内のみの審判種別につき、〔国内〕第 138 条 

アナウンサー 
 国内のみの審判種別につき、〔〔国国内内〕〕CCRR3388 

CR39 §139 公式計測員 
 国内のみの審判種別につき、〔国内〕第 139 条 

公式計測員 
 国内のみの審判種別につき、〔〔国国内内〕〕CCRR3399  

 
【TR：競技規則】 

新新番番号号  従従前前番番号号  修修改改正正前前  修修改改正正  
TR4.3 §142-3 同時申込 

 競技者が、同時にトラック競技とフィールド

競技あるいは２種目以上のフィールド競技に

参加する時には、審判長は１ラウンドに一度、

走高跳および棒高跳で各試技に一度、競技会

に先立って決めた順序によらないで、その試

技を許すことができる。もし、競技者がその後

の特定の試技に不在の時、その試技時間が過

ぎれば、パス扱いとなる。 

同時申込 
競技者が、同時にトラック競技とフィールド競

技あるいは2種目以上のフィールド競技に出出場場

ししてていいるる場場合合ににはは、審判長は1ラウンドに一度、

走高跳および棒高跳ではは各試技に一度、競技会

に先立って決めた順序によらないで、その試技

を許すことができる。もし、競技者がその後の

試試技技をを行行ううべべきき順順序序のの際際にに不在の時、その試技

時間が過ぎれば、パス扱いとなる。 
TR4.3 
ｸﾞﾘｰﾝ 

§142-3 
ｸﾞﾘｰﾝ 

同時申込 
･･･代替試技が与えられた場合には、通常では

試技順の変更は行われない］。 

同時申込 
代替試技が与えられた場合には、通常では試技

順の変更は行われない］。 
TTRR44..33 とと 2266..22 ににおおいいてて、、高高ささをを競競うう跳跳躍躍でではは

ああるる高高ささをを 11 回回目目ままたたはは 22 回回目目のの試試技技ででククリリ

アアししたた場場合合ににはは、、同同じじ高高ささのの 22 回回目目ままたたはは 33 回回

目目をを跳跳躍躍すするるここととははででききなないいととししてていいるるがが、、子子

供供やや学学校校のの大大会会ののよよううにに競競技技者者ののレレベベルルがが高高

くくなないい場場合合ににはは、、同同じじ高高ささのの 22 回回目目ままたたはは 33 回回

目目のの試試技技をを選選択択ででききるるよよううにに規規則則をを変変更更ししてて

ももよよいい。 
TR5.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§143-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

競技用靴 
競技者は、裸足でも、また片足あるいは両足に

靴を履いて競技をしてもよい。競技の時靴を履

く目的は、足の保護安定とグランドをしっかり

踏みつけるためである。靴は、競技者に不公平

となる助力や利益を与えるものであってはな

らない。 
靴はどのようなものであっても、陸上競技の普

遍的精神に合致し合理的かつ無理なく入手で

きるものでなくてはならない。 
この要件を満たすため、2020年4月30日以降、

靴はいかなるものであっても、当該競技会の少

なくとも4か月前には店舗またはオンラインシ

ョップ等にて市販され、どの競技者でも購入が

可能になっていなければ競技会では使用でき

ない。この要件を満たさない靴はすべて試作品

とみなされ、競技会では使用できない。 
 

競競技技用用靴靴  
競技者は、裸足でも、また片足あるいは両足に

靴を履いて競技をしてもよい。競技の時、靴を

履く目的は、足の保護安定とグランドをしっか

り踏みつけるためである。靴は、競技者に不公

平となる助力や利益を与えるものであっては

ならない。 靴はどのようなものであっても、陸

上競技の普遍的精神に合致し合理的かつ無理

なく入手できるものでなくてはならない。この

要件を満たすため、22002200 年年 11 月月 3311 日日以以降降にに新新

たたにに販販売売さされれたた靴靴ににはは移移行行にに関関すするる規規則則（（〔〔注注

意意〕〕ⅱⅱ))もも適適用用さされれるる。。22002211 年年 88 月月 99 日日以以降降にに

販販売売さされれたた靴靴ははいいかかななるるももののででああっっててもも、、〔〔注注

意意〕〕ⅱⅱ((aa))でで示示さされれてていいるる tthhee  AAtthhlleettiicc  SShhooee  
AAvvaaiillaabbiilliittyy  SScchheemmee でで入入手手可可能能ででななけけれればば、、

競競技技会会でではは使使用用ででききなないい。。  
DDeevveellooppmmeenntt  SShhooee（（開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズ・・

後後記記((ff))参参照照））ままたたはは同同様様のの靴靴のの使使用用ににつついいてて
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TR5.2.1 
 
 
 
 
 
 

TR5.2.2 

 
 

(a) 
 
 
 
 
 
 

(b) 

 
 
本項に定められた基準を満たす靴を医療上の

理由や芸術美的な観点から、個々の競技者に合

わせて改良することは認められる。個々の競技

者の足や要望に合わせて作られた靴は認めら

れない。 
 
 
WAはある種の靴または特定の技術が競技規則

とその精神に反している可能性があると考え

る理由がある場合、詳細な調査のために靴また

は技術について問い合わせることができ、調査

結果が判明するまではそのような靴または技

術の使用を禁止することができる。 
 
 
〔注意〕 
競技者がそれまでに国際競技会で使用したこ

とのない靴を履くことを検討する場合、国際競

技会の少なくとも4か月前に、競技者（またはそ

の代理人）は WA に対して、当該靴の仕様（サ

イズ、寸法、靴底厚、構造など）、使用する新

しい靴を何らかの方法で改良しているかどう

か、新しい靴の店舗またはオンラインショップ

での市販状況等入手可能性に関する情報を提

供しなければならない。 この情報を確認した

後、WA はさらに調査するために、靴のサンプ

ルを製造元から提出するよう求めることがで

きる。 靴のさらなる調査が必要な場合、WA は

合理的な努力を尽くして、可能な限り早く検査

を完了する（可能であれば、WA が靴を受け取

ってから30日以内）。 
 
 

はは、、移移行行にに関関すするる規規則則（（〔〔注注意意〕〕ⅱⅱ))のの要要件件をを満満

たたすすこことと。。 
TTRR55 に定められた基準を満たす靴を、個個々々のの競競

技技者者のの足足のの特特徴徴にに合合わわせせてて改改良良すするるここととはは認認

めめらられれるる。。ししかかししななががらら、、個個々々のの競競技技者者のの足足やや

要要望望にに合合わわせせたた、、唯唯一一無無二二ののももののととししててオオーーダダ

ーーメメイイドドさされれたた靴靴（（既既製製品品ととはは異異ななりり、、他他にに存存

在在ししなないいもものの））はは認認めめらられれなないい。 
 

WA はある種の靴または特定の技術が競技規則

とその精神に反している可能性があると考え

る理由がある場合、詳細な調査のために靴また

は技術について問い合わせることができ、調査

結果が判明するまではそのような靴または当当

該該靴靴にに用用いいらられれてていいるる技術の使用を禁止する

ことができる。 
 
〔注意〕 
ⅰ 競技者がそれまでに国際競技会で使用した

ことのない靴を履くことを企企図図すするる場合、国

際競技会の少なくとも 4 か月前に、競技者（ま

たはその代理人）は、WA に対して当該靴の仕

様（サイズ、寸法、靴底厚、構造など）、使用

する新しい靴を何らかの方法で改良している

かどうか、新しい靴の店舗またはオンライン

ショップでの市販の状況等入手可能性に関す

る情報を提供しなければならない。 この情報

を確認した後、WA はさらに調査するために、

靴のサンプルを製造元から提出するよう求め

ることができる。 靴のさらなる調査が必要な

場合、WA は合理的な努力を尽くして、可能な

限り早く検査を完了する（可能であれば、WA
が靴を受け取ってから 30 日以内とする）。 

 
ⅱⅱ  22002200 年年 11 月月 3311 日日かからら 22002211 年年 88 月月 88 日日まま

ででをを移移行行期期間間ととすするる。。ここのの〔〔注注意意〕〕ⅱⅱはは、、22002200
年年 77 月月 1155 日日、、WWAA カカウウンンシシルルがが「「競競技技用用靴靴にに

関関すするるワワーーキキンンググググルルーーププ（（aa  WWoorrkkiinngg  GGrroouupp  
oonn  AAtthhlleettiicc  SShhooeess））」」をを設設置置しし、、靴靴製製造造メメーーカカ

ーーとと協協力力ししてて検検討討しし、、22002200 年年末末ままででにに TTRR55 をを

靴靴にに適適用用すするるここととをを承承認認ししたたここととかからら設設けけらら

れれたた。。  
次次のの注注記記((aa))～～((tt))はは、、22002211 年年 88 月月 88 日日ままででのの

すすべべててのの靴靴（（特特にに明明記記さされれてていいなないい限限りり、、ロローー

ドド競競技技、、ククロロススカカンントトリリーー競競技技、、トトララッックク競競

技技、、フフィィーールルドド競競技技でで着着用用すするる靴靴ととすするる））にに対対

ししててここのの TTRR55 をを実実際際にに適適用用すするるににああたたりり、、すす

べべててのの利利害害関関係係者者ののガガイイドドラライインンととすするる。。靴靴

ににつついいてて規規定定ししてていいるる TTRR55 はは、、国国際際大大会会おおよよ

びび加加盟盟団団体体がが認認可可ししたた、、当当該該規規則則やや規規定定をを適適

用用すするるここととをを決決めめたた大大会会にに適適用用すするる。。  
((aa))  22002200 年年 11 月月 3311 日日以以降降にに販販売売さされれ、、22002200 年年

77 月月 2288 日日のの時時点点でで TTRR55..1133 のの要要件件をを満満たたすすここ

ととがが WWAA にによよっってて既既にに確確認認さされれてていいるる新新ししいい

靴靴はは、、すすぐぐにに使使用用すするるここととががででききるる（（「「承承認認済済

靴靴」」））。。  
22002200 年年 77 月月 2288 日日以以降降、、WWAA がが書書面面でで特特別別にに

定定めめなないい限限りり、、後後記記((nn))かからら((rr))ににああるるよよううにに、、

新新ししいいロローードドシシュューーズズはは tthhee  AAtthhlleettiicc  SShhooee  
AAvvaaiillaabbiilliittyy  SScchheemmee をを通通じじてて入入手手可可能能にになな

っってていいななけけれればばななららなないい。。開開発発段段階階のの試試作作シシ

ュューーズズままたたはは同同様様のの靴靴のの使使用用ににつついいててはは、、後後
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記記((ff))～～((tt))にに記記載載ししてていいるる。。  
((bb))  22002200 年年 77 月月 2288 日日以以降降、、エエリリーートト競競技技者者がが

新新ししいい靴靴のの着着用用をを企企図図ししたた場場合合、、そそのの競競技技者者

（（ままたたははそそのの代代理理人人））はは、、当当該該靴靴のの仕仕様様（（ササイイ

ズズ、、寸寸法法、、靴靴底底厚厚、、構構造造ななどど））、、新新ししいい靴靴をを何何

ららかかのの方方法法でで改改良良ししてていいるるかかどどううかか､､開開発発段段

階階のの試試作作シシュューーズズままたたはは同同様様のの靴靴ととししてて使使用用

すするるここととをを意意図図ししてていいるるかかどどううかかのの情情報報をを

WWAA にに提提出出ししななけけれればばななららなないい。。  
ここのの情情報報をを確確認認ししたた後後、、WWAA はは、、ささららにに調調査査すす

るるたためめにに新新ししいい靴靴ののササンンププルルをを靴靴製製造造メメーーカカ

ーーかからら提提出出すするるよようう求求めめるるここととががででききるる。。靴靴

のの更更ななるる調調査査がが必必要要ととななっったた場場合合、、WWAA はは、、合合

理理的的なな努努力力をを尽尽くくししてて、、可可能能なな限限りり早早くく検検査査

をを完完了了すするる（（可可能能ででああれればば、、WWAA がが新新ししいい靴靴をを

受受けけ取取っっててかからら 3300 日日以以内内ととすするる））。。  
靴靴はは使使用用すするる前前にに、、TTRR55..1133 のの要要件件をを満満たたししてて

いいるるここととをを WWAA にによよっってて承承認認さされれてていいななけけれれ

ばばななららなないい。。  
((cc))  22002200 年年 77 月月 2288 日日以以降降、、エエリリーートト競競技技者者がが

指指定定国国際際競競技技会会でで新新ししいいロローードドシシュューーズズのの着着

用用をを企企図図ししたた場場合合、、後後記記((ff))～～((rr))にに記記載載さされれたた

開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズままたたはは同同様様のの靴靴をを除除

きき、、上上記記（（bb））にに従従っってて当当該該靴靴のの使使用用がが承承認認ささ

れれてていいれればば、、そそのの競競技技者者（（ままたたははそそのの代代理理人人））

はは、、靴靴製製造造メメーーカカーーにによよっってて新新ししいい靴靴がが tthhee  
AAtthhlleettiicc  SShhooee  AAvvaaiillaabbiilliittyy  SScchheemmee でで利利用用でで

ききるるよよううににななっってていいるるここととがが確確認認ででききるる情情報報

をを、、WWAA にに提提出出ししななけけれればばななららなないい。。  
((dd))  上上記記（（bb））おおよよびび（（cc））をを適適用用すするるここととをを条条件件

ととししてて、、  22002200 年年 77 月月 2288 日日以以降降にに発発売売さされれたた

新新ししいい靴靴はは着着用用ででききるるがが、、ロローードドシシュューーズズのの

場場合合はは tthhee  AAtthhlleettiicc  SShhooee  AAvvaaiillaabbiilliittyy  SScchheemmee
のの適適用用対対象象ととななるる。。ままたた、、開開発発段段階階のの試試作作シシュュ

ーーズズままたたはは他他のの同同様様ののタタイイププのの靴靴ににつついいてて

はは、、後後記記（（ff））～～（（tt））がが適適用用さされれるる。。  
((ee))  TTRR55..22 のの冒冒頭頭のの段段落落、、TTRR55..22..11、、55..33、、55..44、、

55..66 おおよよびび 55..1133 はは、、ここのの注注記記でで説説明明さされれてていい

るる移移行行期期間間ののみみ適適用用さされれるる。。  
((ff))  「「開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズ」」ととはは、、購購入入可可能能

ににななるる前前段段階階のの安安全全性性やや性性能能ななどどにに問問題題ががああ

るる靴靴をを意意味味すするる。。購購入入ででききるるよよううににななるる前前にに

ススポポーーツツ用用品品メメーーカカーーがが市市場場にに投投入入すするるたためめ

にに開開発発中中でで、、靴靴ののテテスストトをを行行ううここととにに同同意意しし

てていいるる当当該該メメーーカカーーがが後後援援ししてていいるる競競技技者者とと

テテスストトをを行行っってていいるる靴靴ででああるる。。  
((gg))  開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズはは、、ワワーールルドド・・アア

ススレレテティィッックク・・シシリリーーズズおおよよびびオオリリンンピピッックク

でで着着用用すするるここととはは認認めめらられれなないい。。  
((hh))  開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズはは、、購購入入可可能能ででああるる

必必要要ははななくく、、tthhee  AAtthhlleettiicc  SShhooee  AAvvaaiillaabbiilliittyy  
SScchheemmee でで利利用用ででききるる必必要要ははなないい。。但但しし、、初初めめ

てて着着用用さされれるる前前にに以以下下のの条条件件をを満満たたすす必必要要がが

ああるる。。  
ⅰⅰ..  競競技技者者（（ままたたははそそのの代代理理人人））はは、、上上記記((bb))にに
従従っってて靴靴のの仕仕様様書書をを WWAA にに提提出出しし、、WWAA かからら

要要求求さされれたた場場合合はは、、必必要要にに応応じじてて靴靴をを切切断断すす

るるここととをを含含むむ、、ささららななるる検検査査ののたためめにに開開発発段段

階階のの試試作作シシュューーズズののササンンププルルをを提提出出ししななけけ

れればばななららなないい。。  
ⅱⅱ..  ススポポーーツツ用用品品メメーーカカーーがが開開発発段段階階のの試試作作シシ

ュューーズズのの最最終終ババーージジョョンンをを購購入入可可能能ととななるる
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予予定定のの最最終終期期日日をを確確定定ししてていいるる。。ロローードドシシュュ

ーー ズズ にに つつ いい てて はは 、、 tthhee  AAtthhlleettiicc  SShhooee  
AAvvaaiillaabbiilliittyy  SScchheemmee のの要要件件をを満満たたししてていいなな

けけれればばななららなないい。。  
ⅲⅲ..  上上記記((hh))ⅱⅱ..でで言言及及ししてていいるる期期日日はは、、開開発発段段階階

のの試試作作シシュューーズズをを初初めめてて着着用用ししててかからら 1122 かか

月月以以内内ででななけけれればばななららなないい。。開開発発段段階階のの試試作作

シシュューーズズはは、、ここのの期期間間内内ででししかか着着用用ででききなな

いい。。  
ⅳⅳ..  競競技技者者（（ままたたははそそのの代代理理人人））はは、、1122 かか月月以以

内内にに開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズをを着着用用すするるここ

ととをを企企図図ししてていいるる最最初初おおよよびびそそのの後後ののすすべべ

てて競競技技会会のの日日付付及及びび競競技技会会名名をを含含むむリリスストト

をを WWAA にに提提出出すするる。。競競技技者者（（ままたたははそそのの代代理理

人人））はは、、当当該該リリスストトにに変変更更ががああっったた場場合合はは WWAA
にに通通知知ししななけけれればばななららなないい。。  

ⅴⅴ..  競競技技者者（（ままたたははそそのの代代理理人人））はは、、開開発発段段階階

のの試試作作シシュューーズズがが TTRR55 のの要要件件をを満満たたしし競競技技

でで使使用用すするるここととをを、、事事前前にに書書面面にによよっってて WWAA
かからら承承認認をを受受けけてていいななけけれればばななららなないい。。  

((ii))  すすべべててのの規規則則やや規規程程（（TTRR55 おおよよびびここれれららのの注注

記記をを含含むむ））をを順順守守ししてていいるるここととをを条条件件ととししてて、、

開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズをを履履いいたた競競技技者者にによよ

っってて達達成成さされれたた記記録録はは有有効効ととすするる。。当当該該靴靴をを

使使用用ししたた競競技技終終了了後後、、WWAA かからら要要求求さされれたた場場合合

はは必必要要にに応応じじてて靴靴をを切切断断すするるここととをを含含むむ、、ささ

ららななるる検検査査ののたためめにに開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズ

ののササンンププルルをを提提出出ししななけけれればばななららなないい。。  
((jj))  WWAA はは、、開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズのの着着用用可可能能

開開始始日日とと承承認認のの有有効効期期限限をを記記載載ししたた、、承承認認済済

みみ開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズののリリスストトををWWeebb ササ

イイトトでで随随時時公公開開すするる。。ススポポーーツツ用用品品メメーーカカーー

にに属属すするる技技術術情情報報やや専専有有情情報報はは公公開開さされれなな

いい。。  
((kk))  上上記記（（hh））iiiiii..でで指指定定さされれたた有有効効期期限限がが過過ぎぎるる

かか期期限限ままででにに開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズのの使使用用

をを終終了了ししたた場場合合、、当当該該靴靴はは開開発発段段階階のの試試作作シシ

ュューーズズととししててのの資資格格をを失失いい、、着着用用すするるここととはは

ででききなないい。。当当該該靴靴はは有有効効期期限限後後にに承承認認済済みみリリ

スストトかからら削削除除さされれるるかか、、使使用用中中止止日日以以降降はは着着

用用ででききななくくななるるがが、、すすべべててのの規規則則やや規規程程（（TTRR55
おおよよびびここれれららのの注注記記をを含含むむ））をを順順守守ししてていいるる

ここととをを条条件件ととししてて、、開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズ

をを着着用用ししたた競競技技者者にによよっってて達達成成さされれたた記記録録はは

引引きき続続きき有有効効ととすするる。。  
((ll))  ススポポーーツツ用用品品メメーーカカーーがが  
ⅰⅰ..  開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズのの開開発発をを継継続続せせ

ずず、、そそのの後後購購入入可可能能ににななるるここととももななくく、、tthhee  
AAtthhlleettiicc  SShhooee  AAvvaaiillaabbiilliittyy  SScchheemmee のの要要件件をを

満満たたささなないい場場合合ににはは、、WWAA はは当当該該靴靴のの開開発発中中

止止にに関関すするる詳詳細細情情報報ををススポポーーツツ用用品品メメーーカカ

ーーにに要要求求すするる権権利利をを留留保保すするる。。  
ⅱⅱ..開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズががパパフフォォーーママンンスス

テテスストトやや安安全全性性テテスストトにに合合格格すするるななどどししてて

最最終終ババーージジョョンンのの作作成成にに進進むむににはは、、WWAA かからら

開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズがが新新ししいい靴靴ととししてて

認認めめらられれ、、書書面面にによよるる承承認認をを受受けけるる必必要要ががああ

るる。。開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズはは、、TTRR55 にに定定めめ

らられれたた要要件件をを満満たたしし、、新新ししいい靴靴のの場場合合はは、、上上

記記 ((gg))～～ ((ii))にに記記載載さされれてていいるる tthhee  AAtthhlleettiicc  
SShhooee  AAvvaaiillaabbiilliittyy  SScchheemmee にに関関すするる追追加加要要件件

をを満満たたすす必必要要ががああるる。。  
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((mm))  WWAA はは、、競競技技者者ややススポポーーツツ用用品品メメーーカカーーがが

開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズにに関関すするる条条文文ままたたはは

精精神神にに反反ししてて行行動動ししてていいるるここととをを確確認認ししたた場場

合合、、以以下下をを含含みみ、、ここれれにに限限定定さされれなないい措措置置をを講講

じじるる権権利利をを留留保保すするる。。  
ⅰⅰ..  ススポポーーツツ用用品品メメーーカカーーにに既既にに与与ええてていいるる開開

発発段段階階のの試試作作シシュューーズズのの承承認認をを取取りり消消すす。。  
ⅱⅱ..  承承認認済済みみリリスストトかからら承承認認済済みみのの他他のの開開発発段段

階階のの試試作作シシュューーズズをを削削除除すするる。。  
ⅲⅲ..  以以降降のの、、ススポポーーツツ用用品品メメーーカカーーにによよるる競競技技

者者がが開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズのの着着用用すするるここ

ととのの承承認認申申請請をを合合理理的的なな期期間間保保留留すするる。。  
((nn))  TThhee  AAtthhlleettiicc  SShhooee  AAvvaaiillaabbiilliittyy  SScchheemmee はは、、

指指定定国国際際競競技技会会にに参参加加すするる競競技技者者がが競競技技用用靴靴

をを確確実実にに購購入入ででききるるよよううににすするるここととをを目目的的とと

すするる。。現現在在ののススキキーームム（（枠枠組組みみ））でで取取りり扱扱うう靴靴

はは、、ロローードドシシュューーズズにに特特化化ししてていいるる。。ででききるるだだ

けけ多多くくのの競競技技者者がが靴靴をを受受けけ取取るる機機会会をを得得るるたた

めめにに、、特特定定ののワワーールルドド・・アアススレレテティィッッククスス・・シシ

リリーーズズままたたははオオリリンンピピッッククににソソリリダダリリテティィ枠枠

やや招招待待枠枠でで出出場場すするる競競技技者者にに対対ししてて靴靴をを提提供供

すするる、、別別のの ssoolliiddaarriittyy  sscchheemmee をを確確立立すするる予予定定

ででああるる。。  
((oo))  TThhee  AAtthhlleettiicc  SShhooee  AAvvaaiillaabbiilliittyy  SScchheemmee はは以以

下下ののよよううにに定定義義すするる。。  
・・「「購購入入可可能能」」ととはは、、ススポポーーツツ用用品品メメーーカカーーがが独独

自自にに決決めめたた、、ススポポーーツツ用用品品メメーーカカーーのの販販売売チチ

ャャネネルルをを通通じじてて競競技技者者がが靴靴をを購購入入ででききるるここ

とと。。  販販売売チチャャネネルルににはは、、小小売売（（実実店店舗舗））、、ブブララ

ンンドドのの WWeebb ササイイトトままたたははアアププリリ、、おおよよびび ee ココ

ママーーススがが含含ままれれるる。。  
・・「「オオーーダダーーメメイイドドのの靴靴」」ととはは、、11 人人特特定定のの競競技技

者者ののたためめにに特特別別ににオオーーダダーーメメイイドドさされれたた靴靴

（（即即ちち、、そそのの種種類類のの靴靴ののみみ））でであありり、、他他のの者者はは

購購入入がが不不可可能能なな靴靴ののこことと。。  
・・「「カカススタタママイイズズさされれたた靴靴」」ととはは、、購購入入可可能能なな既既

存存のの小小売売さされれてていいるる靴靴ままたたはは新新ししいい靴靴でで、、

TTRR55..22..11 にに従従っってて特特定定のの競競技技者者のの足足のの特特性性にに

合合ううよよううににカカススタタママイイズズさされれたた靴靴ののこことと。。カカ

ススタタママイイズズにによよっってて TTRR55 でで定定めめるる技技術術的的要要件件

のの範範囲囲外外ににななるるここととははなないい。。  
・・「「指指定定国国際際競競技技会会」」ととはは、、世世界界陸陸上上競競技技選選手手権権、、

世世界界陸陸上上ハハーーフフママララソソンン選選手手権権（（世世界界陸陸上上ロロ

ーードドラランンニニンンググ世世界界選選手手権権））、、オオリリンンピピッックク、、

世世界界陸陸上上ププララチチナナララベベルルロローードドレレーーススののここ

とと。。  
・・「「既既存存のの小小売売靴靴」」ととはは、、TTRR55 のの要要件件をを満満たたししてて

いいるる、、ままたたはは満満たたししてていいるるとと見見ななさされれ、、購購入入可可

能能ででああるる、、ままたたはは購購入入可可能能ででああっったた靴靴ののこことと。。  
・・「「新新ししいい靴靴」」ととはは、、TTRR55 のの要要件件をを満満たたしし、、指指定定

国国際際競競技技会会ででススポポーーツツ用用品品メメーーカカーーがが支支援援まま

たたはは後後援援すするる競競技技者者がが初初めめてて着着用用すするる靴靴ででああ

りり、、開開発発段段階階のの試試作作シシュューーズズででははなないい靴靴ののここ

とと。。（（上上記記((ff))））。。  
((pp))  競競技技者者がが指指定定国国際際競競技技会会でで新新ししいい靴靴（（ロローードド

シシュューーズズののみみ））のの着着用用をを企企図図すするる場場合合、、新新ししいい

靴靴（（ロローードドシシュューーズズ））はは、、着着用用をを企企図図ししてていいるる

指指定定国国際際競競技技会会がが開開催催さされれるる初初日日のの 11 かか月月前前

ままででにに購購入入可可能能ととななっっててななけけれればばななららなないい。。

購購入入可可能能ででああるるととはは、、新新ししいい靴靴（（ロローードドシシュューー

ズズ））のの在在庫庫（（各各種種ササイイズズをを含含むむ））やや製製造造ススケケジジ

ュューールルもも考考慮慮さされれるる。。新新ししいい靴靴（（ロローードドシシュューー
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ズズ））がが売売りり切切れれのの場場合合、、新新ししいい靴靴（（ロローードドシシュュ

ーーズズ））のの購購入入をを希希望望すするる競競技技者者はは、、新新ししいい靴靴のの

再再入入庫庫をを待待つつかか、、購購入入可可能能なな代代替替のの新新ししいい靴靴

をを購購入入すするるここととががででききるる。。  
((qq))  上上記記((cc))にに従従いい競競技技者者（（ままたたははそそのの代代理理人人））はは、、

新新ししいい靴靴（（ロローードドシシュューーズズ））がが購購入入ででききるる場場所所

とと購購入入方方法法ををWWAAにに通通知知ししななけけれればばななららなないい。。

WWAA ははここのの情情報報をを加加盟盟団団体体とと競競技技者者にに配配布布すす

るるかか公公開開すするる。。WWAA はは競競技技者者（（ままたたははそそのの代代理理

人人））にに対対しし、、書書面面にによよるる要要求求にに応応じじてて、、新新ししいい

靴靴（（ロローードドシシュューーズズ））がが購購入入可可能能ででああるるととのの根根

拠拠ををススポポーーツツ用用品品メメーーカカーーかからら提提出出すするるよようう

求求めめるるここととががででききるる。。ススポポーーツツ用用品品メメーーカカーー

ががそそのの求求めめにに対対応応ででききなないい場場合合、、WWAA ははススポポーー

ツツ用用品品メメーーカカーーがが新新ししいい靴靴（（ロローードドシシュューーズズ））

がが購購入入可可能能ででああるるここととをを示示すす要要求求ししたた根根拠拠をを

提提出出すするるままでで、、新新ししいい靴靴（（ロローードドシシュューーズズ））のの

承承認認をを取取消消すす。。  
((rr))  カカススタタママイイズズさされれたた靴靴はは TTRR55..22..11 にに従従っってて

承承認認さされれたたももののでであありり、、「「ベベーーススととななるる小小売売ささ

れれてていいるる靴靴ののモモデデルルがが購購入入可可能能」」とといいうう定定義義

かからら、、当当該該靴靴がが購購入入可可能能ででああるる必必要要ははななくく、、

tthhee  AAvvaaiillaabbiilliittyy  SScchheemmee のの対対象象ににすするる必必要要もも

なないい。。上上記記((bb))ににああるるよよううにに、、靴靴ををカカススタタママイイ

ズズすするる計計画画ががああるる場場合合、、WWAA にに対対ししカカススタタママイイ

ズズのの仕仕様様書書とと、、更更ななるる調調査査ののたためめにに靴靴をを提提出出

すするる必必要要ががああるる。。  
((ss))  TTRR55..22..11 にに従従いい、、オオーーダダーーメメイイドドのの靴靴ままたたはは

そそのの他他同同様様のの種種類類のの靴靴のの着着用用はは認認めめなないい。。  
((tt))  規規則則おおよよびび規規程程にに従従いい、、WWAA はは結結果果をを「「未未認認

定定」」（（「「UUNNCC  TTRR55..55」」））ととししてて分分類類すするるかか、、TTRR55
にに違違反反ししたた場場合合にに競競技技者者のの記記録録をを無無効効とと宣宣言言

すするる権権利利をを留留保保すするる。。 
TR5.3 §143-3 スパイクの数 

競技用靴の靴底および踵は、11 本以内のスパイ

クを取りつけられる構造とする。11 本以内であ

ればスパイクは何本でもよい。 

スパイクの数 
競技用靴の靴靴底底（（踵踵のの下下のの靴靴底底をを含含むむ））は、11
本以内のスパイクを取りつけられる構造とす

る。11 本以内であればスパイクは何本でもよ

い。 
TR5.4 §143-4 スパイクの寸法 

･･･もしくは競技場管理者がより小さい寸法の

上限を設けている場合は、これを適用する。 

スパイクの寸法 
･･･もしくは競技場管理者がより小さい寸法の

上限を設けている場合やや特特定定のの形形状状ののススパパイイ

ククのの使使用用をを認認めめてていいなないい場場合合は、これを適用す

る。 
TR5.5 §143-5 靴底と踵 

靴底または踵には、うね、ぎざぎざ、突起物な

どがあってもよいが、これらは、靴底本体と同

一もしくは類似の材料で作られている場合に

限る。 
走高跳と走幅跳における靴底の厚さは13㎜以

内、走高跳の踵の厚さは19㎜以内でなければな

らない。本条13項により、その他の種目におけ

る靴底と踵はどのような厚さでもさしつかえな

い。 

靴底と踵 
靴靴底底（（踵踵のの下下のの靴靴底底をを含含むむ））には、うね、ぎざ

ぎざ、突起物などがあってもよいが、これらは、

靴底本体と同一もしくは類似の材料で作られ

ている場合に限る。靴靴底底のの最最大大のの厚厚ささはは

TTRR55..1133 にに定定めめるる。。 
 

TR5.5 
〔注意〕 

§143-5 
〔注意〕 

ⅲ 本条で規定している靴底の最大厚は、標準

的な事例としてユニセックスサイズ42（EUR）
（＝26.0cm）の靴底の厚さに基づいている。 

ⅲ 本条で規定している靴底の最大厚は、標準

的な事例としてユニセックスサイズ 42
（EUR）（＝2266..55～～2277..00ccmm）の靴底の厚さに基

づいている。 
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TR5.10 §143-10 アスリートビブス 
〔国内〕 
ⅱ アスリートビブス（ビブス）の大きさは、横

24 ㎝以内×縦 20 ㎝以内とし、数字の大きさは

縦最低 6 ㎝～最高 10 ㎝とする。腰ナンバー標

識は 18 ㎝×12 ㎝を標準とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ⅲ. アスリートビブス（ビブス）上部の広告（ス

ポンサー名）は、縦 6 ㎝以内、横 24 ㎝以内と

する。 
ⅳ. アスリートビブス（ビブス）の広告は、男

女別に分けることができる。 
ⅴ. アスリートビブス（ビブス）の下部の大会

名は、縦４㎝以内とする。 

アスリートビブス 
〔国内〕 
ⅱ. アスリートビブス（ビブス）の大きさは、

横横 2244 ㎝㎝以以内内××縦縦 1166 ㎝㎝以以内内とし、個個人人をを識識別別

すするる文文字字やや数数字字等等のの大きさは縦最低 6 ㎝～最

高 10 ㎝とする。腰ナンバー標識は 18 ㎝×12
㎝を標準とする。 

〔〔注注意意〕〕  
競競技技会会毎毎ににビビブブススをを作作成成すするる場場合合はは、、22002211
年年 44 月月かからら新新規規格格ののももののをを使使用用すするる。。但但しし、、

以以下下ののよよううなな場場合合はは 22002233 年年 33 月月末末ままでで旧旧規規

格格（（横横 2244ccmm 以以内内××縦縦 2200ccmm 以以内内））のの使使用用はは

可可ととすするる。。  
・・中中体体連連・・高高体体連連等等でで 33 年年間間、、同同一一番番号号ののビビ

ブブススをを使使用用ししてていいるる場場合合、、在在校校生生（（22002211
年年 44 月月かからら 22 年年生生以以上上））のの卒卒業業ままでで（（最最長長

22 年年間間））。。    
  22002211 年年 44 月月かかららのの 11 年年生生はは新新規規格格ののビビブブ

ススをを使使用用すするる。。  
・・加加盟盟団団体体にに大大量量にに旧旧規規格格のの在在庫庫ががああるる場場

合合。。  
ⅲ. アスリートビブス（ビブス）上部の広告（ス

ポンサー名）は、縦 6 ㎝以内、横 24 ㎝以内と

する。 
ⅳ. アスリートビブス（ビブス）の広告は、男女

別おおよよびび種種目目別別に分けることができる。 
ⅴ. アスリートビブス（ビブス）の下部の大会

名等等は、縦４㎝以内とする。 
TR5.13 

 
 

TR5.13.1 
 
 
 
 
 

TR5.13.2 
 
 

TR5.13.3 
 
 

§143-13 
 
 

(a) 
 
 
 
 
 

(b) 
 
 

(c)  

猶予 
WA による書面での追加通知があるまで、競技

会で使用される靴は 
本項（b）が遵守され、靴の全長または靴の長さ

の一部のみかどうかにかかわらず、炭素繊維ま

たは同様の特性を持つ、または同様の効果をも

たらす別の材料で作られた複数の剛性プレー

トまたはブレードを含んではならない。 
 
スパイクを靴の外側下面に取り付ける場合に

のみ、1 つの剛性プレートまたは他の機構を追

加することができる。 
靴底は最大厚さ 40mm 以下でなければならない

（スパイクを含む靴は、靴底の厚さは最大

30mm 以下でなければならない）。 
〔注意〕 
ⅰ. 靴底の厚さの測定については本条5項参照。 
ⅱ. 本項 1 号の「1 つの剛性プレートまたはブレ

ード」は、複数のパーツで構成される場合があ

るが、それらのパーツは、平行ではなく（例：

個々のパーツは互いに上に積み重ねない）、1
つの平面に連続して配置しなければならな

い。 

猶予 
WA による書面での追加通知があるまで、競技

会で使用される靴は 
TTRR55..1133..22 がが遵遵守守さされれるる場場合合をを除除きき、、靴の全長

または靴の長さの一部のみかどうかにかかわ

らず、炭素繊維または同様の特性を持つ、また

は同様の効果をもたらす別の材料で作られた

複数の剛性プレートまたはブレードを含んで

はならない。 
スパイクを靴の外側下面に取り付ける場合に

のみ、1 つの剛性プレートまたは他の機構を追

加することができる。 
靴靴底底のの最最大大のの厚厚ささはは、、以以下下のの表表にに記記載載さされれたたもも

ののででななけけれればばななららなないい。       （（表表はは別別添添））  
  
〔注意〕 
ⅰ TTRR55..1133..11 の「1 つの剛性プレートまたはブ

レード」は、複数のパーツで構成される場合が

あるが、それらのパーツは、平行ではなく、1
つの平面に連続して配置しなければならない

（例：個々のパーツは互いに上に積み重ねな

い）。 
 

TR6.3 
 
 
 

TR6.3.3 

§144-3 
 
 
 

(c)  
 

競技者に対する助力 
この規則の目的から下記については、助力とみ

なし許可しない。 

 

第 143 条で認められた靴を除き、本規則で規定

された用具では達成できない有利さを使用者

に提供する装置の使用。 
 

競技者に対する助力 
この規則の目的から下下記記ののよよううなな場場合合は、助力

とみなし許可しない。 
 
TTRR55 にに準準拠拠すするる靴靴をを除除きき、、本本規規則則でで指指定定さされれ

たた、、ああるるいいはは認認めめらられれたた機機器器をを使使用用ししてて得得るるここ

ととががででききるるとと考考ええらられれるる効効果果以以上上のの利利益益をを使使

用用者者にに提提供供すするる技技術術やや装装置置をを使使用用すするるこことと。。 
TR6.3.4 §144-3 

(d)  
何らかの機械的補助を利用すること。ただし、

そうした補助を使用していない他の競技者よ

何らかの機械的補助を利用すること。ただし、そ

うした補助を使用していない他の競技者よりも
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りも有利にならないことを、その競技者が必然

性のある理由で説明できる場合を除く。 
有利にならないことを、、合合理理的的にに疑疑いいななくく説説明明

ででききるる場場合合を除く。 
TR6.4 

 
 
 

TR6.4.8 
 

§144-4 
 
 
 

(h)  

競技者に対する助力 
この規則の目的から下記については、助力とは

みなさず許可する。 

 
電子掲示や類似の器具による、関連する記録も

含めた競技の経過時間の提示。 

競技者に対する助力 
この規則の目的から下下記記のの場場合合は、助力とはみ

なさず許可する。 
 
電電子子ラライイトトやや類類似似のの器器具具にによよるる、、レレーーススのの進進行行

時時間間やや関関連連すするる記記録録のの提提示示。。 
TR11.3 
ｸﾞﾘｰﾝ 

§149-3 WA は、競技者が混成競技で参加標準記録を達

成したかどうかを決定する目的を例外として

決定した。風速が測定される種目において… 

WA は競技者が混成競技で参加標準記録を達

成したかどうかを判判断断すするるここととののみみをを目目的的とと

ししてて、、以以下下をを例例外外的的にに決決めめてていいるる。。  
風速が測定される種目において… 

TR17.5 
ｸﾞﾘｰﾝ 

§163-5 
ｸﾞﾘｰﾝ 

 880000ｍｍ競競走走おおよよびび該該当当すするるリリレレーー種種目目でで使使用用すす

るるブブレレイイククラライインンののママーーカカーーはは 5500 ㎜㎜××5500 ㎜㎜でで

高高ささ 115500 ㎜㎜以以下下ででななけけれればばななららなないい。。  
CCRR2255..44 でで失失格格のの理理由由をを明明確確ににすするるたためめにに、、以以

下下ののよよううにに記記載載すするる。。  
((aa))  競競技技者者がが  TTRR1177..33 にに違違反反しし、、ラライインンのの上上やや

内内側側をを踏踏んんだだ。。  
((bb))  競競技技者者がが TTRR1177..55 にに違違反反しし、、ブブレレイイククラライイ

ンンのの手手前前ややググルルーーププススタターートトでで決決めめらられれたた

位位置置のの手手前前でで内内側側をを走走っったた。。 
TR19.8 §165-8 各レースの第1着の時間および記録のために計

時すべき他の競技者の時間は、3 人の任命され

た計時員（そのうち 1 人は計時員主任）と 1～
2 人の予備に任命された計時員が計時する。（混

成競技では第 200 条 8(b)参照）予備計時員の時

間は、1～2 人の任命された計時員が適切な計時

に失敗した場合に事前に決めた順序によって

採用され、いつの場合でも 3 個の時計で時間を

記録する。 

各レースの1着ならびに記録のために計時すべ

き他の競技者の時間は、3 人の任命された計時

員（そのうち 1 人は計時員主任）と 1～2 人の

予備に任命された計時員（予備計時員）が計時

する。（混成競技については TR39.8.2 参照）。

予備計時員によって記録された時間は、1～2 人

の任命された計時員が適切な計時に失敗した

場合にのみ、事前に決めた順序により採用され

る。どどののよよううなな場場合合ででもも１１着着のの時時間間はは 3 個の時

計で記録する。 
TR19.24.5 §165-24 

(e) 
トランスポンダーシステム 
〔注意〕 

公式の時間は信号器のスタート合図（または同

期したスタート信号）から競技者がフィニッシ

ュラインに到達するまでの時間である。ただ

し、非公認ではあるが、競技者がスタートライ

ンを通過してからフィニッシュラインに到達

するまでの時間を知らせることができる。 

 

トランスポンダーシステム 
〔注意〕 
公式の時間は信号器のスタート合図（または同

期したスタート信号）から競技者がフィニッシ

ュラインに到達するまでの時間（（ググロロススタタイイ

ムム））である。ただし、非公認ではあるが、競技

者がスタートラインを通過してからフィニッ

シュラインに到達するまでの時間（（ネネッットトタタイイ

ムム））をを知知ららせせててももよよいい。。  
〔〔注注釈釈〕〕  
大大会会主主催催者者ははネネッットトタタイイムムをを参参加加標標準準記記録録のの

資資格格記記録録ととししてて扱扱っったたりり、、エエリリーートトカカテテゴゴリリーー

のの競競技技者者をを除除くくラランンナナーーのの順順位位付付けけ等等にに活活用用

ししててももよよいい。。 
TR22.6 
ｸﾞﾘｰﾝ 

§168-6 
ｸﾞﾘｰﾝ 

･･･リード脚と抜き脚の両方に適用される。 
ハードルを蹴り倒しても、そのことだけでは失

格とはならない。。多くの競技者は、後足を抜く

ときにバーの上部に当たってハードルを倒し

ている。意図的にハードルをノックダウンする

（例えば、競技者がハードルに近づきすぎたと

き）と違反となる。審判長は、各競技者がすべ

てのハードルを越えなくてはならない（go 
over）と定める規則第 168 条 7 の重要な要件を

逸脱し、競技者の行為は、ハードルを意図的に

倒したという事実に同意しなければならない。

最も明白な意図的に倒したといえる例は、競技

者が手を使っている場合である。他の例では、

足や太腿の裏が意図的に使われているように

見える場合、審判長は、そうした行為が意図的

･･･リード脚と抜き脚の両方に適用される。 
ハードルを蹴り倒しても、そのことだけでは失

格とはならない。。以以前前のの「「故故意意ににハハーードドルルをを倒倒

すす」」とといいうう規規則則はは削削除除さされれたた。。TTRR2222..66..22 でではは審審

判判長長にによよっってて考考慮慮さされれるる、、よよりり客客観観的的なな要要素素にに

変変更更さされれたた。。わわかかりりややすすいい事事例例ととししてて、、競競技技者者

がが「「手手をを使使うう」」とといいっっててもも、、ハハーードドルルをを駆駆けけ抜抜

けけるる際際にに胸胸ののそそばばにに手手ががああるるとといいううここととももああ

るる。。ままたた、、「「振振りり上上げげ脚脚のの上上側側」」はは膝膝だだけけででななくく、、

振振りり上上げげ脚脚のの前前側側をを意意味味ししてていいるる。。  
注意との関連では、… 
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であり、規則の意図に違反しているという、強

い確信を持たなければならない。競技者がハー

ドルをクリアする際に十分な高まで抜き足を

上げず、その結果として蹴り倒してしまう例

は、意図的と判断されることがある。 
注意との関連では、… 

TR23.2 §169-2 障害物競走 
3,000ｍ競走は、障害物を 28 回と水濠を 7 回越

えなければなら ない。また 2,000ｍ競走では、

障害物を 18 回と水濠を 5 回越えなければなら

ない。 

障害物競走 
3,000ｍ競走は、障害物を 28 回と水濠を 7 回越

えなければならない。ススタターートトラライインンかからら最最初初

のの 11 周周にに入入るるままででのの間間ににはは、、障障害害物物をを置置かかなな

いい。。競競技技者者がが最最初初のの 11 周周にに入入るるままででににああるるそそのの

他他のの周周でで使使用用さされれるる障障害害物物はは、、そそのの間間移移動動ししてて

おおくく。。 
TR23.3 §169-3 

 
障害物競走 
障害物競走では、フィニッシュラインを初めて

通過してから各周に 5 個の障害物があり、その

4 番目に水濠を越す。障害物は均等距離に置く

方が良い。すなわち障害物間の距離は、1 周の

長さの約 5 分の 1 とする。 
〔注意〕 
ⅰWA 陸上競技施設マニュアルに示すように、フ

ィニッシュラインの前後で安全のために十分

なだけ障害物やスタートラインからの距離や

次の障害物までの距離を確保するため、障害

物の間隔の調整が必要な場合がある。 
ⅱ2,000ｍ競走で、トラックの内側に水濠がある

場合、5 個の障害物すべてが設置された周回

は、スタート後フィニッシュラインを 2 回通

過した第 2 周目からとする。 
〔国内〕 
1. 2,000ｍ競走では、水濠は 1 周目の 2 番目の障

害物とし、つぎの周からは 4 番目の障害物と

するのがよい。 
2. トラックの内または外側の地域に水濠を設置

することによって、1 周の距離を延ばしたり縮

めたりすることができる。1 周の正確な長さを

定めたり、水濠の位置を正確には明記できな

い。 
3. 3,000ｍ競走では、競技者が混雑しないように

スタートラインから最初の障害物まで 70ｍ以

上とする。9 レーンのトラックで水濠がトラッ

クの外側に設置されている競技場において

は、この距離を確保するためスタートライン

から最初の障害物までを 70ｍとし、全競技者

が第 1 障害物を通過した後、この障害物を等

間隔の位置に置き換える。 

障害物競走 
障害物競走では、フィニッシュラインを初めて

通過してから各周に 5 個の障害物があり、その

4 番目に水濠を越す。障害物は均等距離に置く

方が良い。すなわち障害物間の距離は、1 周の

長さの約 5 分の 1 とする。 
〔注意〕  

WA 陸上競技施設マニュアルに示すように、フ

ィニッシュラインの前後で安全のために十分

なだけ障害物やスタートラインからの距離や

次の障害物までの距離を確保するため、障害物

の間隔の調整が必要な場合がある。 
 
 
 
 
〔国内〕 
11.. トラックの内または外側の地域に水濠を設置

することによって、1 周の距離を延ばしたり縮

めたりすることができる。1 周の正確な長さを

定めたり、水濠の位置を正確には明記できな

い。 
 
 
 
22.. 3,000ｍ競走では、競技者が混雑しないように

スタートラインから最初の障害物まで 70ｍ以

上とする。9 レーンのトラックで水濠がトラッ

クの外側に設置されている競技場においては、

この距離を確保するためスタートラインから

最初の障害物までを 70ｍとし、全競技者が第 1
障害物を通過した後、この障害物を等間隔の位

置に置き換える。 
TR23.4 §169-4 障害物競走 

 
障害物競走 

2,000ｍ競走は、障害物を 18 回と水濠を 5 回越

えなければならない。最最初初のの障障害害物物はは、、周周回回のの

33 番番目目のの障障害害物物のの位位置置ととすするる。。そそれれよよりりもも手手前前

ににああるる障障害害物物はは、、最最初初にに競競技技者者がが通通過過すするるままでで

はは設設置置ししなないい。。  
〔〔注注意意〕〕  

2,000ｍ競走で、トラックの内側に水濠がある

場合、5 個の障害物すべてが設置された周回は、

スタート後フィニッシュラインを2回通過した

第 2 周目からとする。 
〔〔国国内内〕〕  

2,000ｍ競走では、水濠は 1 周目の 2 番目の障

害物とし、つぎの周からは 4 番目の障害物とす

るのがよい。 
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TR23.7 
 

TR23.7.1 

§169-7 
 

(a) 

障害物競走 
･･･、次のことをすると失格となる。 
水濠の外側に着地したとき 

障害物競走 
…次のことをすると失格となる。 
水水濠濠ののああるる場場所所でで、、水水濠濠以以外外のの地地面面をを踏踏んんだだとと

きき（（水水濠濠のの右右側側・・左左側側をを問問わわなないい）） 
TR24.7 

 
§170-7 リレー競走 

･･･、競技者の身体の位置ではない。 
 

リレー競走 
･･･、競技者の身体の位置ではない。 
テテイイクク・・オオーーババーー・・ゾゾーーンン外外ででののババトトンンのの受受けけ

渡渡ししはは、、失失格格ととななるる。。  
TR24.8 §170-8 リレー競走 

･･･適用されない。 
但し、自分のレーンの外を走ったり、外で立ち

止まったりすることによって、バトンを渡し終

えた競技者が、自分の位置やレー ンの外を走

ることで故意に他のチームの競技者を妨害し

たときは、第 163 条 2 が適用される。 

リレー競走 
･･･適用されない。 
但し、自分のレーンの外を走ったり、外で立ち

止まったりすることによって、バトンを渡し終

えた競技者が他のチームの競技者を妨害した

ときは、TR17.2 が適用される。 

TR24.22 
（新規） 

－ リレー競技 リレー競技 
ここのの規規則則にによよららなないいででリリレレーー競競走走をを行行うう場場合合

ににはは、、関関連連すするる各各種種規規則則やや適適用用方方法法をを決決めめななけけ

れればばななららなないい。。  
TR25.3.2 §180-3 

(b) 
マーカー 
サークルから行う投てき競技ではマーカーを 1
個だけ使用することができる。このマーカーは

サークルの直後あるいはサークルに接して置

くことができる。マーカーは･･･ 

マーカー 
サークルから行う投てき競技ではマーカーを 1
個だけ使用することができる。このマーカーは

サークルの直後あるいはサークルに接して置

くことができるが、、線線上上やや着着地地場場所所にに置置くくこことと

ははででききなないい。。マーカーは･･･ 
TR25.6 
ｸﾞﾘｰﾝ 

§180-6 試技順と試技 
 

試技順と試技 
競競技技者者がが自自分分のの意意思思にによよりり、、ああるるいいはは CCRR66 にに

よよりり競競技技をを途途中中でで止止めめたた場場合合、、当当該該競競技技者者ははそそ

のの競競技技ののそそのの後後のの試試技技をを行行ううここととははででききなないい。。

例例ええばば高高ささをを競競うう跳跳躍躍競競技技ででのの11位位決決定定ののたためめ

ののジジャャンンププオオフフやや、、混混成成競競技技ででののそそれれ以以降降のの種種

目目ににはは出出場場ででききなないい。 
TR28.2 
ｸﾞﾘｰﾝ 

§183-2 棒高跳 
 
 

棒高跳 
((ee))  競競技技者者がが試試技技をを行行っったた後後、、そそのの試試技技がが成成功功

失失敗敗のの関関わわららずず、、ボボッッククススのの位位置置にに戻戻りり、、ポポーー

ルルををボボッッククススのの中中にに差差しし込込んんでで跳跳躍躍すするる際際のの

自自分分のの位位置置ををチチェェッッククすするるとといいうう習習慣慣ががああ

るる。。ここのの行行為為はは TTRR2255..88 にに従従いい、、次次のの競競技技者者がが

試試技技をを開開始始すするるままででにに行行ううかか、、競競技技のの実実施施をを

遅遅ららせせなないい限限りり許許さされれるる。。  
  

TR29.3 
TR30.1 

他 

§184-3 
§185-1 

他 

踏切板       粘土板角度・ビデオ判定 
走幅跳（三段跳び） 無効試技の定義 
 適用時期 
  〔国際〕2020.11.1～ 
  〔国内〕2021. 4. 1～ 

踏切板       粘土板角度・ビデオ判定 
走幅跳（三段跳び） 無効試技の定義 
 適用時期 
  〔国際〕22002211..1111..11～～ 
  〔国内〕22002222..  44..  11～～ 

TR30.1 
(a) 

 

§185-1 
(a) 

〔国際〕2020.11.1～ 〔国内〕2021. 4. 1～ 
競技者が踏切を行う際、跳躍しないで走り抜け

る中で、あるいは跳躍の動きの中で、身体のど

こかが踏切線の先の地面（粘土板を含む）に触

れた時。 

〔国際〕2021.11.1～ 〔国内〕2022. 4. 1～ 
競技者が踏踏切切るる際際、跳躍しないで走り抜抜けけたた

りり、、あるいは跳躍の動きの中で踏踏切切足または踏踏

切切足足のの靴のどこかが、踏踏切切板板ままたたはは地地面面かからら離離

れれるる前前にに踏切線の垂直面より前に出た時。 
TR34.1 §189.1 円盤投 

円盤の胴体は、･･･金属板なしで円盤をつくっ

てよい。縁の円弧の始まるところから、円盤の

中心より 25 ㎜～28.5 ㎜の円周にいたる円盤の

両面は直線で傾斜させる。 
円盤の断面は、･･･ 

円盤投 
円盤の胴体は、･･･金属板なしで円盤をつくっ

てよい。。円円盤盤のの両両面面はは同同一一でであありり、、くくぼぼみみやや突突

起起ががななくく、、縁縁がが鋭鋭利利ななももののででああっっててははななららなな

いい。縁の円弧の始まるところから、円盤の中心

より 25 ㎜～28.5 ㎜の円周にいたる円盤の両面

は直線で傾斜させる。 
円盤の断面は、･･･ 
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TR35.4 
TR37.5 

 

§190-4 
§192-5 

 

円盤投囲い 
ハンマー投囲い 
･･･。網目の大きさは鋼製ワイヤーの場合は 50
㎜、紐でつくられた場合は 44 ㎜とする。 

円盤投囲い 
ハンマー投囲い 
･･･。網目の大きさは鋼製ワイヤーの場合は 50
㎜、紐でつくられた場合は 44 ㎜（（〔〔国国際際〕〕最最大大

4455 ㎜㎜））とする。 
 

TR39.8.5 §200-8 混成競技 混成競技 
混混成成競競技技ででのの試試技技順順やや最最終終種種目目ののレレーーンン順順はは、、

技技術術代代表表ままたたはは混混成成審審判判長長がが望望ままししいいとと判判断断

ししたた場場合合ににはは、、変変更更すするるここととががででききるる。。そそれれ以以

外外のの種種目目のの試試技技順順ややレレーーンン順順はは抽抽選選にによよりり決決

めめるる。。  
上記以外に、 

・項番付記体系を WA 新体系にあわせて変更（並び替え）した箇所あり。  

・国際適用と国内適用が判別しやすいように、これまでの内容は変えずに表記を〔国際〕〔国内〕で別立て表記にした箇

所あり。それに伴い、記載場所を同一条文番号内で前後に動かした箇所あり。 

・グリーンテキストについては、より分かりやすい文章に再翻訳した箇所あり。英文から既に削除されているものは日本

文でも削除。 

 

 

TTRR55..1133..33  表表  

種種目目  靴靴底底のの最最大大のの厚厚ささ  
((TTRR55..55、、TTRR  55..1133..33))  要要件件・・備備考考  

フフィィーールルドド種種目目  
((除除：：三三段段跳跳))  2200mmmm  

全全投投ててきき種種目目とと高高ささをを競競うう跳跳躍躍種種目目おおよよびび三三段段跳跳をを除除くく長長ささ

をを競競うう跳跳躍躍種種目目にに適適用用。。  
全全フフィィーールルドド種種目目でで、、靴靴のの前前のの部部分分のの中中心心点点のの靴靴底底のの厚厚ささ

はは、、踵踵のの中中心心点点のの靴靴底底のの厚厚ささをを超超ええててははななららなないい。。  

三三段段跳跳  2255mmmm  靴靴のの前前のの部部分分のの中中心心点点のの靴靴底底のの厚厚ささはは、、踵踵のの中中心心点点のの靴靴底底のの

厚厚ささをを超超ええててははななららなないい。。  
トトララッックク種種目目  
((ハハーードドルル種種目目をを含含みみ、、880000ｍｍ未未満満のの種種目目))  2200mmmm  リリレレーーににおおいいててはは、、各各走走者者がが走走るる距距離離にに応応じじてて適適用用すするる。。  

トトララッックク種種目目  
((障障害害物物競競走走をを含含みみ、、880000mm 以以上上のの種種目目))  2255mmmm  

リリレレーーににおおいいててはは、、各各走走者者がが走走るる距距離離にに応応じじてて適適用用すするる。。  
競競技技場場内内でで行行うう競競歩歩競競技技のの靴靴底底のの最最大大のの厚厚ささはは、、道道路路競競技技とと

同同じじととすするる。。  
ククロロススカカンントトリリーー  2255mmmm      

道道路路競競技技  ((競競走走、、競競歩歩))  4400mmmm      

ﾏﾏｳｳﾝﾝﾃﾃﾝﾝﾚﾚｰーｽｽととﾄﾄﾚﾚｲｲﾙﾙﾚﾚｰーｽｽ  （（TTRR5577））  制制限限ななしし      

 

以 上 
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新新広広告告規規程程変変更更点点（（抜抜粋粋））  
 
競技者の衣類 

 従来 新広告規程 

１ ベスト 

衣類の製造会社名/ロゴをベストの前前にに１ヵ

所表示できる。その大きさは、各各文文字字がが高高ささ

44 ㎝㎝以以内内、トータルのロゴの高さは 5 ㎝以内

で、面面積積 3300 ㎠㎠以以内内のの長長方方形形とする。 

レオタード 

衣類への製造会社名/ロゴの表示は以下の通

りとする。 

－レオタードの前面に 1 ヵ所表示することが

できる。その大きさは、各各文文字字がが高高ささ 44 ㎝㎝以以

内内、トータルのロゴの高さは 5 ㎝以内で、面面

積積 3300 ㎠㎠以以内内のの長長方方形形とする。 

－レオタードの前面に 2 ヵ所表示することが

できる。ウエストより上部、下部にそれぞれ

1 ヵ所とするが、それぞれの表示が接しては

ならない。その大きさは、文文字字のの高高ささ 33 ㎝㎝以以

内内、、トトーータタルルののロロゴゴのの高高ささ 44 ㎝㎝以以内内でで、、面面積積

はは 2200 ㎠㎠以以内内のの長長方方形形とする。 

トップス、トレーニングウエア上衣、T シャ

ツ、トレーナー、レインジャケット 

衣類の製造会社名/ロゴをベストの前前にに１ヵ

所表示できる。その大きさは、各各文文字字がが高高ささ

44 ㎝㎝以以内内、トータルのロゴの高さは 5 ㎝以内

で、面面積積 3300 ㎠㎠以以内内のの長長方方形形とする。 

下半身の衣類 

製造会社名/ロゴを１ヵ所表示できる。高高ささ 44

㎝㎝以以内内、面面積積 2200 ㎠㎠とする。 

1 x 製造会社名/ロゴ - 40cm², 最大の高さ 5cm; 

  

（（すすべべててのの衣衣類類共共通通））  

（（表表示示位位置置ににつついいててはは記記載載ななしし）） 
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２ ［国際］所属団体名、所属団体スポンサー名

／ロゴ、または所属団体ロゴまたはアスリー

トスポンサーロゴのいずれか 1 つをベストま

たはレオタードの全部の右右胸胸にに表示すること

ができる。 

直接シャツにプリントした場合は字の高さ、

ワッペンをつけた場合はその高高ささはは 44 ㎝㎝以以

内内、面積 40 ㎠以内の長方形とする。 

所所属属団団体体名名ははベベスストトのの後後部部ににつけることがで

きる。その文字の高高ささはは 44 ㎝㎝以以内内とするが、

長長ささのの制制限限はは設設けけなないい。 

2 x アスリートスポンサー名/ロゴ - 40cm², 最大

の高さ 5cm; 

  

（（すすべべててのの衣衣類類共共通通））  

（（表表示示位位置置ににつついいててはは記記載載ななしし）） 

３ ［国内］所属団体名、所属団体ロゴ、所属団

体スポンサー名、所属団体スポンサーロゴ、

アスリートスポンサー名、アスリートスポン

サーロゴを以以下下ののいいずずれれかかのの形形態態でベベスストト//

レレオオタターードドのの前前にに表示することができる。 

［国内］所属団体名/ロゴ、所属団体スポンサー名

/ロゴ、アスリートスポンサー名/ロゴを以以下下のの形形態態

でで１１つつずずつつ 22 つつままででベベスストト、、パパンンツツままたたははレレオオタタ

ーードド（（上上・・下下））にに表示することができる。 

４ （新規追加） ⅱ所所属属団団体体ススポポンンササーー名名//ロロゴゴ、、所所属属団団体体ススポポンンササ

ーー名名＋＋所所属属団団体体ススポポンンササーーロロゴゴのの組組みみ合合わわせせああるる

いいははアアススリリーートトススポポンンササーー名名//ロロゴゴ、、アアススリリーートトスス

ポポンンササーー名名＋＋アアススリリーートトススポポンンササーーロロゴゴのの組組みみ合合

わわせせののいいずずれれかか１１つつ。。（（名名前前ととロロゴゴをを切切りり離離ししてて表表

示示すするるここととははででききずず並並列列ししてて表表示示ししななけけれればばなならら

なないい））。。文文字字おおよよびびロロゴゴのの大大ききささはは 4400 ㎠㎠以以内内、、高高

ささはは 55 ㎝㎝以以内内ととすするる。。 

５ 競技中に競技者によって使用されるその他の

衣類（ヘッドギア、帽子、ヘッドバンド、手

袋、メガネ、サングラス、リストバンドなど）

の製造会社名／ロゴは、衣類（製品）1 つにつ

き 1 ヵ所表示することができる。面積は 6 ㎠

以内とする。 

競技中に競技者が使用する他のアパレル（靴下（膝

丈の靴下を含む）、ヘッドギア、帽子、ヘッドバン

ド、手袋、メガネ、サングラス、リストバンド、前

腕バンドなど）の製造会社の名前/ロゴは、1 つ表

示することができる。このような表示の最大の大

きさは 6 ㎠で、最最大大のの高高ささはは 33ccmm とする。 

 
競技役員の衣類 

 従来 新広告規程 

６ 

 

上半身の衣類の製造会社名／ロゴは、1 ヵ所 

表示することができる。そのような表示は文文

字字のの高高ささ 44 ㎝㎝以以内内、トータルのロゴの高さは

大会スポンサーである衣類の製造会社名/ロゴは、

競技役員の上半身の服と下半身の服にそれぞれ 1

つずつ表示できる。 このような表示は、最大の大
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5 ㎝以内で、面積 40 ㎠以内の長方形とする。 

役員の下半身の衣類に表示されている広告ま

たは他の表示は、本規程 4.1.4 で定められた

競技者に対するものと同じ要件を満たさなけ

ればならない。 

きさは 40cm², 最大の高さが 5cm の長方形の形状

でなければならない。 

7 競技会名／ロゴを 1 ヵ所表示することができ

る。そのような表示は文文字字のの高高ささ 44 ㎝㎝以以内内、

トータルのロゴの高さは 5 ㎝以内で、面面積積 4400

㎠㎠以以内内のの長長方方形形とする。 

大会名または大会ロゴ、あるいはその両方が最最大大

55ccmm のの高高ささで 1 つ表示できる。 

 

 
競技者・競技役員共通 持ち物等 

 従来 新広告規程 

8 （新規追加） すべてのタオル（ビーチタオル、バスタオル、ハン

ドタオル、フェイスタオル）およびブランケットに

は以下の表示ができる。 

・製製造造会会社社名名//ロロゴゴはは 11 つつ表表示示ででききるる。。最最大大のの大大きき

ささはは 4400ccmm²²,,  最最大大のの高高ささはは 55ccmm;;  

  おおよよびび  

・・アアススリリーートトススポポンンササーー名名//ロロゴゴはは 22 つつ表表示示でできき

るる。。最最大大のの大大ききささはは 4400ccmm²²,,  最最大大のの高高ささはは 55ccmm;;  

  ああるるいいはは  

・・競競技技者者名名//競競技技者者個個人人ののソソーーシシャャルルメメデディィアアののハハ

ッッシシュュタタググ 

9 競技者および競技役員が競技場で使用する

バッグの製製造造会会社社名名／／ロロゴゴはは、、各各ババッッググ 22 ヵヵ

所所ままでで表示することができる。それぞれの表

示の大きさは 2255 ㎠㎠以以内内とする。 

すべてのバッグ（タグとラベルを含む）には以下の

表示ができる。 

・・製製造造会会社社名名//ロロゴゴはは１１つつ表表示示ででききるる。。最最大大のの大大きき

ささはは 4400ccmm²²,,  最最大大のの高高ささはは 55ccmm;;  

  おおよよびび  

・・アアススリリーートトススポポンンササーー名名//ロロゴゴはは 22 つつ表表示示でできき

るる。。最最大大のの大大ききささはは 4400ccmm²²,,  最最大大のの高高ささはは 55ccmm;;  

  ああるるいいはは  

・・アアススリリーートト名名//アアススリリーートトののソソーーシシャャルルメメデディィアア

ののハハッッシシュュタタググ  
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アスリートビブス（ナンバーカード） 
 従来 新広告規程 

10 アスリートビブスは横 24 ㎝以内、縦縦 2200 ㎝㎝以

内とする。 

ビブスの最大の大きさは幅 24cm x 高高ささ 1166ccmm と

する。 

11 

 

競技者を特定する表示の上の表示の高さは 6

㎝以内とする。そこにはスポンサー名／ロゴ、

もしくは IIAAAAFF ままたたはは本本連連盟盟がが事事前前にに承承認認しし

たた場場合合にに限限りり、そのようなスポンサーの商業

的表示を掲出することができる。 

［国際］競技者を特定する表示の下には、ス

ポンサー名／ロゴまたは開催都市名を表示す

ることができ、文字の高さは 4 ㎝以内とする。

IIAAAAFF がが事事前前にに承承認認ししたた場場合合にに限限りり、スポン

サーの商業的表示を掲出することができる。 

競技会の種目ごとに最大 2 つのスポンサーを表示

できる。 

競技者識別表示より上の表示の最大の高さは 6cm

とする。そのような表示は、これが大大会会主主催催者者にによよ

っってて事事前前にに承承認認さされれてていいれればば、1 つの大会スポンサ

ー名/ロゴまたはマーケティングデバイスを表示す

ることができる。 

競技者識別表示より下の表示の最大の高さは 4cm

とする。そのような表示には、大大会会主主催催者者にによよっってて

事事前前にに承承認認さされれてていいれればば、（a）1 つの大会スポンサ

ー名/ロゴまたはマーケティングデバイスまたは

（b）大会が開催されている都市または地域を表示

できる。 

12 ［国内］競技者を特定する表示の下には、大

会名／ロゴ、加盟団体名、スポンサー名／ロ

ゴ、または開催都市名のいずれかを表示する

ことができ、文字の高さは 4 ㎝以内とする。

IIAAAAFF ままたたはは本本連連盟盟がが事事前前にに承承認認ししたた場場合合にに

限限りり、スポンサーの商業的表示を掲出するこ

とができる。 

［国内］競技者識別表示より下の表示の最大の高

さは 4cm とする。そのような表示には、大大会会主主催催

者者にによよっってて事事前前にに承承認認さされれてていいれればば、（a）大会名/

ロゴ、（b）加盟団体名、（c）大会スポンサー名/ロ

ゴまたはマーケティングデバイス、（d）大会が開催

されている都市または地域のいずれかを表示でき

る。 

 
プレゼンテーションビブス 

 従来 新広告規程 

13 （新規追加） ププレレゼゼンンテテーーシショョンンビビブブススはは、、表表彰彰台台にに上上ががるる競競

技技者者がが受受賞賞時時ののセセレレモモニニーーキキッットトにに取取りり付付けけるる。。

最最大大のの大大ききささはは幅幅 2244ccmm  xx  高高ささ 1166ccmm  ととすするる。。  

ププレレゼゼンンテテーーシショョンンビビブブススはは、、上上部部にに最最大大のの高高ささ

66ccmm のの大大会会ススポポンンササーー名名//ロロゴゴががああるる。。  大大会会ロロゴゴ

はは、、大大会会ススポポンンササーー名名//ロロゴゴのの下下にに表表示示さされれるる。。 
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競競技技場場内内ににおおけけるる広広告告・・展展示示物物等等のの規規則則ににつついいてて

公益財団法人 日本陸上競技連盟

１１ 規規則則がが適適用用さされれるる競競技技会会

① 日本陸連主催・共催競技会

（日本選手権・インターハイ・全日中・国体・ 日本選手権等が該当。）

② アスリートビブス広告採用競技会

③ テレビ・インターネット等で不特定多数の公衆に放送される競技会

④ 大会要項や競技注意事項で規則を適用すると宣言している競技会

２２ 衣衣類類以以外外のの規規則則（（製製造造会会社社名名 ロロゴゴ等等））

ソソッッククスス・・帽帽子子・・手手袋袋 対対ににななっってていいるるももののははそそれれぞぞれれにに１１つつずずつつ

・・製造会社名 ロゴ １１個個 “１個”最大６ ²まで（高さ３ ）

メメガガネネ・・ササンンググララスス

・・製造会社名 ロゴ ２２個個 “１個”最大６ ²まで（高さ３ ）

ババッッググ・・タタオオルル（（ブブラランンケケッットト含含むむ））

①① 製造会社名 ロゴ １１個個 “１個”最大 ²まで（高さ５ ）

②② 競技者スポンサー名 ロゴ ２２個個 “１個”最大 ²まで（高さ５ ）

③③ 競技者名 競技者個人のソーシャルメディアのハッシュタグ

３３ 衣衣類類等等のの規規則則（（製製造造会会社社名名 ロロゴゴ等等））：：

上上衣衣・・下下衣衣（（ユユニニフフォォーームム、、 シシャャツツ、、タタイイツツ等等））

①①国国際際大大会会、、②②国国内内大大会会（（ククララブブチチーームム・・個個人人用用））、、③③国国内内大大会会（（学学校校用用））。。

競競技技会会・・競競技技者者にによよっってて異異ななるるたためめ、、事事前前ににどどののパパタターーンン（（規規則則））にに該該当当すするるののかか確確認認がが必必要要。。

特特にに高高体体連連のの大大会会ででははススポポンンササーー名名・・ロロゴゴのの表表示示はは認認めめてていいなないい。。ままたた、、国国体体やや都都道道府府県県対対抗抗大大会会

でではは独独自自ののルルーールルをを決決めめてていいるるここととがが多多いいののでで注注意意すするるこことと。。

①①国国際際大大会会（（国国内内大大会会ににおおいいてて、、ククララブブチチーームム名名（（登登録録団団体体名名））をを表表示示ししなないい競競技技者者ににもも適適用用））
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②②国国内内大大会会（（ククララブブチチーームム・・個個人人用用））

③③国国内内大大会会（（学学校校用用））
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衣衣類類へへのの製製造造会会社社ののググララフフィィッックク、、象象徴徴的的ななロロゴゴのの表表示示ににつついいてて

製造会社のグラフィック、または象徴的なロゴ（名名前前やや文文字字をを含含ままなないい）は、「装飾的なデザインマーク」とし

て以下のうちの か所に、 回または幅 ㎝以内の帯状で繰り返して表示できる。ただし、そのような使用

が、ＷＡの意見や裁量により、衣服の外観を支配したり、過度に損なったりしない場合に限る。

装装飾飾的的ななデデザザイインンママーーククのの例例

・・ シシャャツツ等等上上衣衣：：両両袖袖のの外外側側のの縫縫いい目目沿沿いい

・・パパンンツツままたたははレレオオタターードド：：両両袖袖、、両両裾裾のの先先端端

・・レレオオタターードド、、レレギギンンスス等等：：両両脚脚のの外外側側のの縫縫いい目目沿沿いい
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「JAAFが定めている記録用紙」 改訂について 

                                                日本陸上競技連盟 競技運営委員会 
 

この度、各種記録用紙(旧「陸連が定めている各記録用紙などの様式」)の改訂をおこない 

ました。 主な改訂内容は、次のとおりです。 

 

①競技規則の改正及び番号体系変更に伴う修正 

   「監察員記録用紙」を中心に、用紙中の文言はできる限り競技規則条文にあわせた表現

にしました。 各用紙に引用されている規則の内容を改正に合わせ、条文番号を新番号に

修正しました。 

 

②用紙としての役割の充実 

   これまで 2種類で対応していた「日本記録・日本タイ記録申請書」(表題変更。旧「日本陸

上競技連盟新(タイ)記録申請書」)を確認事項や添付書類が異なる種目ごとにあわせて、

7種類に分けました。 

 

③使い勝手の改善 

 

④書式番号表記の統一 

   書式番号○○と、改訂した年・月を「JAAF-○○.2021/2」に統一しました。 

 

陸連 HPに「もくじ」とともに掲載します。 

「もくじ」には、各用紙の改訂内容の詳細が記載されていますので、こちらもご確認ください。 

 

 

日本記録・日本タイ記録申請についての留意点 

 

用紙の改訂で、これまでになかった項目が増えました。 

審判長・総務などのほかに、フィールド競技の場合は、計測した 3名のフィールド競技審判員

のサインが追加されました。 その際、サイン欄に JAAF IDの記入が必要です。 

その場で IDを調べられない場合もあるため、当該年度の IDを審判手帳にメモしておくなど

の備えをするよう、貴団体所属の審判員のみなさんへお伝えください。 

日本記録・タイ記録がマークされた場合に規則で定められている条件は何か(例えば投てき物

の確認など)、申請には誰のサインが必要なのか、改訂された内容の確認をお願いします。  

U20/U18の記録を見落とすケースが多くなっています。 シニアと一緒の競技会では特に、

ご留意ください。 

また、道路競技で、途中距離の記録の見落としも目立ちます。同一競走(歩)路で距離別の公認

を取得している場合は、途中記録(日本記録として認められる種目)も確認していただきますよ

うお願いします。                                                以  上                                         
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・

・

用　紙　名　称 内　容 最終更新日 改　訂　内　容

はじめにお読みください

表紙（2021年） 製本用(表紙） 2021/2 デザイン変更

順位記録用紙 2004/5

競走（歩）競技順位判定表 2005/1 審判員（記録者）に修正

計時記録用紙 2004/5

計時記録判定表 2004/5

競歩審判記入用紙A 18名分 2016/2 赤カードをレッドカードに修正、注意をイエローカードに修正

競歩審判記入用紙B 40名分 2016/2 赤カードをレッドカードに修正、注意をイエローカードに修正

競歩レッドカード 2020/9 用紙名「警告（レッド）カード」を「競歩レッドカード」に改名

競歩審判集計表A（トラック） 30名分 2016/2 赤カードをレッドカードに修正、注意をイエローカードに修正

競歩審判集計表B（道路用） 40名分 2016/2 赤カードをレッドカードに修正、注意をイエローカードに修正

競歩ペナルティゾーン記録表 2020/9 用紙名「ピットレーン記録表」を「ペナルティゾーン記録表」に改名

成績記録表・番組編成表（A） 9名分 2004/5

成績記録表・番組編成表（B） 30名分 2004/5

道路競技成績記録表 2004/5

トラック種目記録表（一覧表） 予選・準決・決勝 2008/4 中学高校などに学年を記入

リレー種目記録表 予選・準決・決勝 2008/4 中学高校などに学年を記入

走高跳・棒高跳記録表  2020/9 科学計測装置確認欄の削除

走幅跳・三段跳記録表A  2020/9 科学計測装置確認欄の削除

走幅跳・三段跳記録表B 試技回数を独自に記入  2020/9 科学計測装置確認欄の削除・試技回数欄を自由記入可能に修正

混成競技記録得点表  2020/9 備考欄を追加　(新記録などの記入)

投てき種目記録用紙A 砲丸投・円盤投・ハンマー投・やり投 2020/9 科学計測装置確認欄の削除

投てき種目記録用紙B 試技回数を独自に記入 2020/9 科学計測装置確認欄の削除・試技回数欄を自由記入可能に修正

写真判定用紙 2004/5

写真判定用紙（中長距離用） 2004/5

監察員記録用A/②  外水濠トラック用 / ② Aの裏面

監察員記録用B/②  内水濠トラック用 /  ② Bの裏面

ラップタイム記録表 2004/5

周回記録表A 30名分 2016/2 枝番を追加

周回記録表B 90名分 2016/2 枝番を追加

リレーオーダー用紙 2017/4 リレーメンバー以外の記入項目を追加

リレーオーダー変更届 2021/2 オーダー変更上の注意を追記、受付時刻と受理者自署欄を追加

トラック種目風向風速記録表 トラック用 2021/2 表題変更「種目別風力記録表」→「トラック種目風向風速記録表」

走幅跳・三段跳風向風速記録表 走幅跳・三段跳用 2008/4 ベスト８⇒トップ８に変更

定時観測連絡票 2021/2 表題変更「表」→「票」

グラウンドコンディション記録表A 16段 2021/2 表題にAを追加

グラウンドコンディション記録表B 24段 2021/2 表題にBを追加

競技会記録公認申請書 2016/2 男子100mH,女子100mH(84.0cm→83.8cm)

欠番

日本記録・日本タイ記録申請書A トラック個人種目

日本記録・日本タイ記録申請書B リレー種目

日本記録・日本タイ記録申請書C トラック競歩種目

日本記録・日本タイ記録申請書D 跳躍種目

日本記録・日本タイ記録申請書E 投てき種目

日本記録・日本タイ記録申請書F 混成競技

日本記録・日本タイ記録申請書G 道路競走・道路競歩

欠番 2021/2

スタート記録表 フォームと記入見本 2016/2 略号の変更により記入方法を修正

競技進行管理表 2004/9 フィールド競技並び順を修正

上訴申立書 2021/2 記入欄の配置換え、領収者押印廃止、新条文№へ移行表記

競技会で使用する略号例 2021/2 新条文№へ移行表記、内容を整理、表題変更

欠場届 2021/2 監督などの押印を廃止

科学計測装置確認書 2020/9 確認欄を1ヶ所とした

アップライト申告書 2021/2 新条文№へ移行表記

* 用紙類はA４で作成してありますので、適宜必要な用紙サイズに印刷または拡大コピーなどしてご利用ください。

JAAF-27A

JAAF-28

JAAF-29

JAAF-30E

JAAF-38

JAAF-31

JAAF-32

JAAF-33

JAAF-34

JAAF-35

JAAF-36

JAAF-37

JAAF-30G

JAAF-18

JAAF-19A/②

JAAF-20

JAAF-21A

JAAF-21B

JAAF-13

JAAF-14A

JAAF-14B

JAAF-16A

JAAF-07C

JAAF-09

JAAF-10

JAAAF-11

JAAF-12

JAAF-15

JJAAAAFFがが定定めめてていいるる記記録録用用紙紙    ももくくじじ

JAAF-01

JAAF-02

JAAF-03

JAAF-04

2020年度に改訂された用紙№と、特に内容を大きく変更した用紙名称に色付けしました。

JAAF-05A

2021年より、用紙№の表記を統一しました。

JAAF-30F

JAAF-16B

用紙　№

JAAF-05B

JAAF-06

JAAF-07A

JAAF-07B

JAAF-08

JAAF-17

2021/2

・用紙を種目別に分け、それぞれに応じた確認内容と
　責任者を明確にした
・ゼロコントロールテスト立会者と判定写真確認者用紙を
　廃止して、各写真に直にサインすることとした
・添付書類を追加変更
・ドーピング検査についての記入欄追加
・審判長などの JAAF ID 記入欄追加
・申請団体印廃止　　　　など

JAAF-19B/②
2021/2

違反内容の改訂、取り扱いの少ない事例を裏面に追加、
新条文№へ移行表記

JAAF-30A

JAAF-30B

JAAF-30C

JAAF-30D

JAAF-26

JAAF-27B

JAAF-22

JAAF-23

JAAF-24

JAAF-25
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ハ

|
ド

ル

・

障

害

物

リ
レ
ー

種
目

コーナートップの順に並んだあと 入れ替わった

TR 24.6.3
バトンを拾い上げた後、落とした地点に戻らずにレースを再開した TR 24.6.3
バトンパスの〔　完了前に後走者　／　完了後に前走者　〕が落としたバトンを拾った

全ての障害物と水濠を越えていない TR 23.7
水濠のある場所で、水濠以外の地面を踏んだ 　(水郷の右側・左側を問わない) TR23.7.1

手や体、振り上げ脚の上側で、ハードルを　〔　倒した　/　移動させた　〕 TR 22.6.2
自分や他のレーンのハードルを 〔 倒して /  移動させ 〕他の競技に影響を与えた / 妨害した TR 22.6.3

割当てられたレーン以外を走った TR 22.6

審判長自署

※裏面に（JAAF-19②）を印刷して使用のこと　　　　（JAAF-19Ａ.2021/2）

TR 24.8バトンを渡し終えた競技者が他のチームを妨害した

TR 24.17ブレイクライン手前でレーンを離れ内側レーンに入った

TR 24.21コーナートップの順に並んだ次走者が、内側に移動する際に他の走者を妨害した、押しのけた

TR 24.20

※※以下、審判長記入欄

その他の判定資料〔ビデオ映像（ビデオ№を明記)、SISなど〕・上記以外の判定の根拠となる規則№

裁裁定定／／結結果果
ビビブブスス№№

失　格
（DQ）

失失格格ととししなないい 救救　　済済 途途中中棄棄権権

監察員所見〔　妨害あり／妨害なし　〕※妨害の詳細

報告者氏名 記入者自署

足・脚が障害物をはみ出して障害物の高さより低い位置を通った TR 23.7.2

バトンパスがテイク・オーバーゾーン内で完了しなかった (オーバーゾーン) TR 24.7
テイク・オーバーゾーンの外からスタートした　 TR 24.19

すべてのハードルを越えなかった TR 22.6
足・脚がハードルをはみ出てバーの高さより低い位置を通った TR 22.6.1

他の競技者を妨害した （詳細は所見欄に記入） TR 17.2.2

TR 17.3.1
レーン走行しないレースで、曲走路区間の縁石・ラインの上やその内側を踏んだ、走った TR 17.3.2
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側レーンに入った TR 17.5.3

※ 以下に当てはまる項目がない場合は、裏面を参照のこと。
ﾁｴｯｸ ✓ 規　則　違　反　内　容 規　則

共

　

通

不正スタート TR 16.7
レーン走行のレースで、割当てられたレーン以外を走った〔　直走路　/　曲走路　〕

× 発生場所 〔　　　　　　　〕 歩

〔　　　　　　　〕 台目

※ レーン№やビブス№のほかに、ユニフォームの色も記録しておくとよい（リレーでは特に見間違うことがある）

規則違反 ／ 途中棄権
※どちらかに〇

レーン№　　  　     ビブス№　　　　  　   　（リレー：第　　      走者 → 第　　      走者）　

〔　　　　　　　〕 周目

〔　　　　　　　〕 ｍ○ 監察員位置

監 察 員 記 録 用 紙 Ａ
競技会名 日 時 　　　月　　　日　　　時　　　分

種 目 男 ・ 女  予 選　・　準決勝　（ 　　　　組 ）  ・　決 勝
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※　おもて面および以下に当てはまる事例がない場合は、所見欄に詳細を記入のこと。

競技者にあるまじき行為、下品な行為などがあった

スタート時に、不適切行為があった

他者に押されて・妨害されて、自分のレーンの外、縁石・ライン上や内側に入った。
直走路・障害物競走の水濠へ向かう迂回路の直線区間で、自分のレーン外をまたは、曲走路で自分のレーンの外側を
踏んだり走ったりした。    →実質的な利益にならず、妨害をしていなければ、失格としない

競技者が自らの意思でトラックを離れた

リレー以外で走路上や走路脇にマークをつけた、
またはマークの代わりに物を置いたので、指導したが取り除かなかった (審判員が取り除いた)

ハ
|
ド
ル

障
害
物

共
　
　
　
通

条文№（おもて面以外の）　違　　反　　事　　例

TR24.4

TR24.6.1

助
　
　
力

同一レースに参加していない者によってペースを得た。周回遅れか、
周回遅れになりそうな競技者がペースメーカーとして競技をした。

転倒後、他の競技者から立ち上がることを手助けしてもらう以外に、
前に進むための手助けを得た

審判長の承諾なしに、競技区域内で途中時間を知らされた

主催者が設置した供給所以外で飲食物や水を受け取った
他の競技者に飲食物・水の受け渡しを繰り返した。

CR18.5

TR16.5

TR17.4

TR17.6

TR17.7

TR6.3.1

TR6.3.6

TR17.14

TR17.15.4

バトンを受け取りやすくする目的で手袋をはめたり、何かを手に付けたりした

バトンを落とした際、または落としたバトンを拾う際、他のチームを妨害した

他のチームのバトンを使った、拾い上げた

落としたバトンを他のチームが拾い上げた際、落としたチームが有利になった

※監察員記録用紙（A）の裏面に印刷して使用のこと　　　(JAAF-19②.2021/2)

TR24.6.2

TR24.6.3

TR24.9

TR24.9

リ
　
レ
　
|

許可されている以外のマーカーを剥がすよう指導したが、従わなかった　(審判員が剥がした)

バトンを手でもち運ばなかった
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□ 男　子 □
□ □ □ U 20 □ U 18 □ 室内

11..記 録 ｍ

生年月日 　　　　　　　登録都道府県

コード

コード

□
□

□
□
□
□

□ □
□
□

□
□

月 日

(JAAF-30A. 2021/2)

記録申請日 　　　　　　　　　年

加盟団体名/協力団体名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者自署

  依頼日　　　　　　　月　　　　　　　日　　　／　　 実施日　　　　　　　月　　　　　　　日

混成競技審判長
(混成競技の場合)

 JAAF ID

８８..　私は上記すべてについて正しいことを確認し、以下の書類を添付して申請する。

大会プログラム 該当種目の全記録　(風向風力・ハードルの規格を記入した ) 

判定写真 ( トラック競技審判長・写真判定員主任・写真判定員の３名がサインをした )

ゼロコントロールテスト写真

　　　　　　 （トラック競技審判長・スターター・写真判定員主任・派遣されていればJTO がサインした。装置のメーカー名・品番が明記されている）

(手動計時の場合)　計時順位判定表・計時記録判定表

ドーピング検査の依頼をした（オリンピック種目のみ。U20/18・室内は不要）

スタート審判長自署
(任命されている場合)

 JAAF ID

 　総　務　自　署  JAAF ID

風向風力計が正しい位置に設置され、正しく作動し、計測された

競技が日本陸上競技連盟競技規則に則り、正しくおこなわれた

これは混成競技の中で記録されたものであるが、1回目の不正スタート後の2回目以降のスタートではない

トラック競技審判長自署  JAAF ID

(　□写真判定装置 　□手動計時で使用したストップウオッチ　）が正しく作動し、計測された

５５..　競技場名

　※　以下の確認した項目・該当するすべての項目の□にしるしをつける

６６.　競技場・施設用器具について、私は以下のことについて確認した。

この競技場が日本陸上競技連盟の公認競技場である

競技場のすべての施設用器具が日本陸上競技連盟競技規則に則るものであり、正しく使用された

技術総務自署  JAAF ID

７７.　競技会運営・実施について、私は以下のことについて確認した。

４.記録した日 　　　　　　　　　　年　　　　　　　　　　月　　　　　　　　　日

風向風力 ＋　・　－

  フリガナ 登録都道府県

２. 氏 名 　　　　　年　　　　月　　　　日

　　所属団体正式名 JAAF ID (確認できれば記入)

３３..  競技会名

日本記録 日本タイ記録

日日本本記記録録・・日日本本タタイイ記記録録申申請請書書    ＡＡ　　（（トトララッックク個個人人種種目目））
日本陸上競技連盟競技規則により、次の記録を申請する。

　※　該当するすべての項目の□にしるしをつける。日付は西暦。

女　子 種　目　名
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2020年度全国競技運営責任者会議 2021/2/13分科会A参考資料

□ 男　 子 □
□ □ □ U 20 □ U 18 □ 室内

ｍ

コード

コード

□
□

□

□
□
□

加盟団体名/協力団体名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者自署

(JAAF-30D. 202１/2)

風向風力計が正しい位置に設置され、正しく作動し、計測された

競技が日本陸上競技連盟競技規則に則り、正しくおこなわれた

これは混成競技の中で記録されたものであるが、風向風力など単独種目と同様の条件を満たしている

フィールド競技審判長自署  JAAF ID

記録申請日 　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

 　総　務　自　署  JAAF ID

混成競技審判長(混成競技の場合)  JAAF ID

９．私は上記すべてについて正しいことを確認し、以下の書類を添付して申請する。

     □大会プログラム　　　□該当種目の全記録  （ 風向風速を記入した ）　　□科学計測装置確認書

     □ドーピング検査の依頼をした（オリンピック種目のみ。U20/18・室内は不要）

　　　　　依頼日　　　　　月　　　　　日　　／　　 実施日　　　　　月　　　　　日

　　を使用して、正しく計測された 。　　　

７．　記録は、以下の３名のフィールド競技審判員が計測したものである。

フィールド競技審判員①自署 JAAF ID

フィールド競技審判員②自署 JAAF ID

フィールド競技審判員③自署 JAAF ID

８．競技会運営・実施について、私は以下のことについて確認した。　　　　　　　

　(　□検査済みの高度計　　　□検査済みの鋼鉄製巻尺　　　□事前確認した科学的計測器　)

６．　競技場・施設用器具について、私は以下のことについて確認した。          

この競技場が日本陸上競技連盟の公認競技場である

競技場のすべての施設用器具が日本陸上競技連盟競技規則に則るものであり、正しく使用された

　　　　　　技術総務自署  JAAF ID

※ 以下の確認した項目・該当するすべての項目の□にしるしをつける。

所属団体正式名 JAAF ID(確認できれば記入)

３．　競技会名

４．記録した日　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月　　　　　　　　日

５．  競技場名

　　　　フリガナ 生年月日 　　　　登録都道府県

２ ． 氏　  名 　　　　　年　　　　月　　　　日

日日本本記記録録・・日日本本タタイイ記記録録申申請請書書    ＤＤ    （（跳跳躍躍種種目目））
日本陸上競技連盟競技規則により、次の記録を申請する。
※ 該当するすべての項目の□にしるしをつける。日付はすべて西暦。

女 　子 種　目　名

日本記録 日本タイ記録

１．  記   　録 風向風力　＋　・　－

62
― 33 ―



 

 
 

施設用器具委員会報告

１．２０２１施設用器具委員会関係の規則の改正と対応

最終条文については、ルールブックで確認してください。

地域陸協でも伝達をお願いします。

（１） 第 種・第 種公認陸上競技場の基本仕様の改正

● 第 種公認陸上競技場の基本仕様

・ 新設（陸上競技専用、多目的）、既設の分類を廃止して、統一する。

競技規則、公認陸上競技場に関する細則の整合及び文言の整理。

① 内水濠の推奨寸法を追加する。

② 走高跳の項を追加する。

③ ハンマー囲いの寸法の表現を整理する。

④ 記者席の新設、既設を整理する。

・ メインスタンドの収容数の明確化と既設競技場での対応。

メインスタンドの収容数は 人程度と不明瞭であったので、 人以

上と明確にする。基本仕様制定（ 年）前の 種はメインスタンド

人以上であった。基本仕様制定時にはメインスタンドの規定はなく、 年

改正時に 人程度となった。既設の競技場では、基本仕様制定前からの

種競技場では観客の収容数は満たしているが、メインスタンドの収容数を満

たしていない競技場がある。スタンドの改修には莫大な費用が必要となり、

対応ができない状況である。また、スタンド改修の費用があれば、トラック

＆フィールドの整備を優先したい。既設競技場のスタンド改修の猶予を明記

する。

● 第２種公認陸上競技場の基本仕様

・ 新設、既設の分類を廃止して、統一する。

競技規則、公認陸上競技場に関する細則の整合及び文言の整理。

① 内水濠の推奨寸法を追加する。

② 走高跳の項を追加する。

③ ハンマー囲いの寸法の表現を整理する。

④ スタンド及び記者席の新設、既設を整理する。

・ メインスタンドの収容数の明確化。

メインスタンドの収容数は 人程度と不明瞭であったので、 人以

上と明確にする。基本仕様制定（ 年）前の２種はメインスタンド

人以上であった。基本仕様制定時既設の競技場では、観客、メインスタンドの

収容数は満たしている。

・ 芝生の長さの基準を一部変更する。

直線 ｍ以上の時の芝生の長さ ｍを認める。半円部分が狭いと走高跳

の助走が大きくトラックに出ることになる。また、棒高跳のピットを 面半

円部分に収まることができなく、競技運営に支障が出てくるので、半円部分

を ｍ以上確保するようにしている。直線の長さ ｍ以上の競技場では、

芝生が ｍでも半円部分が 以上の確保ができ、競技エリアを確保する

ことができる。

２０２１年４月１日改正
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第１種・第２種公認陸上競技場の基本仕様 

この基本仕様は、世界陸連の示す TRACK AND FIELDFACILITIES MANUAL の内容

を準用し、公認陸上競技場および長距離競走路ならびに競歩路規程のほか関連する規

則の規程による。 

第 種公認陸上競技場

1 トラックは 8 レーンまたは 9 レーンとし、1 レーンの幅は 1m220 とする。走路の

厚さは 13 ㎜以上とする。直走路のスタートライン付近の厚さは 18 ㎜以上とする。 
2 障害物競走の水濠は、レーンの内側または外側に設置する。水濠の部分の走路の厚

さは 25 ㎜以上とする。水濠を内側に設置するときには、トラックの直走路 84m390
以上を推奨する。 

3 トラック内のマーキングは、必要最小限とする。 

跳躍場

4 第 1 曲走路側の半円部分を A ゾーン、第 2 曲走路側の半円部分を B ゾーンと称

し、トラックの半径の 2 つの中心点を結んだ線の延長上の全天候舗装部分の長さ

は、原則としていずれかを 25m 以上とする。走高跳は A ゾーン、B ゾーンのいずれ

かに 3 か所以上、いずれかのゾーンで同時に 2 面競技が出来るように設置する。助

走路の厚さは 15 ㎜以上とする。全天候舗装に直接踏切る部分の厚さは 18 ㎜以上と

する。 
5 走幅跳、三段跳の助走路ならびに砂場は、メインスタンド側またはバックスタンド

側（インフィールドでもよい）に 6 カ所以上設置する。助走路の厚さは 15 ㎜以上と

する。全天候舗装に直接踏切る部分の厚さは 18 ㎜以上とする。 
6 棒高跳の助走路ならびにボックスは A ゾーン、B ゾーンのいずれかに 2 カ所または

4 カ所、アウトフィールドのバックスタンド側に 2 カ所または 4 カ所の合計 6 カ所

以上を設置する。助走路の厚さは 15 ㎜以上とする。全天候舗装に直接踏切る部分の

厚さは 18 ㎜以上とする。 

投てき場

7 投てき用芝生は、投てき距離が十分であるようスペースを確保するものとし、最大

106m×73m とする。ただし、以下に定める条件に適合する競技場のみ、最大 107m
×73m まで認める。延長を認める競技場の数は全国 47 カ所以内とし、検定時に以下

の条件を充たすことを要する。 

【条件】 
① 本連盟が多目的使用の競技場として認める第 1 種公認陸上競技場。 
② 全投てき種目における決勝の実施が可能であること。 

8 砲丸投は、芝生に投てきするサークルを 2 カ所以上設置する。その他 A ゾーンま

たは B ゾーンのいずれかに、扇形の投てきエリアをつくることができる。 
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9 円盤投、ハンマー投のサークルは兼用型でもよいが、2 カ所設置する。砲丸投のサ

ークルと兼ねてはならい。 
10 ハンマー投の囲いの可動パネルと最前部の 2ｍの部分のパネルの高さは 9m 以上、

囲いの後部のパネルか網掛け部分は 7m 以上とする。ハンマー投の囲いで円盤投の囲

いを兼ねることができる。 
11 やり投の助走路の末端は、やりが構造物と接触しないようにする。助走路の厚さは

15 ㎜以上とする。全天候舗装に直接踏切る部分の厚さは 18 ㎜以上とする。半円より

外側の助走路の厚さは 13 ㎜でもよい。 

構造物

12 レーンの外側からスタンドまでは極力近づける。ただし、スタンドから競技全体が

見わたせ、死角が生じないよう配慮する。 
13 メインスタンド側のダッグアウトの幅は 2m 程度が望ましく、また床のレベルはグ

ランドレベルとする。やむをえない場合は 50 ㎝まで下げることができる。 
14 ダッグアウトの天井の高さは最低 2m300 以上が望ましい。 
15 メインスタンドの中央廊下の幅は 3m 以上が望ましい。 
16 高齢者、身障者に配慮し、車椅子席を設置する。またその動線を確保する。車椅子

席の席数については、条例その他の法令等の規定に従うものとする。 
17 用器具庫は 2 カ所以上とし、合計面積は 500 ㎡以上でマット等が完全に収容できる

ものとする。用器具庫の出入口の高さ、間口はマット等の出し入れに支障のないよ

うにする。床はグランドレベルにする。ただし、他の競技の用器具等も収納する場

合は、この基準を充足するほかにその必要な広さを確保するものでなければならな

い。 
18 夜間照明設備を必要とし、1m220 の高さで平均照度が 1000Lx 程度とする。また、

フィニッシュラインは 1500Lx 以上を確保する。 
19 電光掲示盤を設置することが望ましい。日本選手権大会、国民体育大会、その他国

際競技会等の全国大会規模（以下、大規模競技会）の会場では、仮設でもよい。常

設にあたっては本連盟と事前に協議されたい。 
20 スタンドの上層部には放送室、指令室、電光掲示盤操作室等を設け、同一レベルに

隣り合わせて写真判定室ならびに装置を設置する。また、下層部には、情報処理

室、コピー室、医務室、ドーピング検査室、ウエイト・トレーニング室等を競技会

運営上、最も使用しやすい場所に設ける。 
21 大規模競技会では、記者席はフィニッシュライン上方の観覧席に設置し、通信機器

の設置が可能な施設とする。ただし、1994 年以前から継続して公認されている第 1
種競技場及び多目的な利用を予定する競技場においては記者席、通信機器は仮設で

もよい。 
22 大規模競技会では、監視カメラ（12 カ所）を必要とする。 
23 観客の収容数は 15,000 人以上（芝生を含む）とする。少なくともメインスタンド

は、7,000 人以上かつ屋根付きとする。1994 年以前からの第 1 種競技場のメインス

タンドの収容数は、スタンド改修時に対応することに努めるものとする。 
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24 メインスタンドまたはバックスタンド側に雨天走路を必要とする。 
25 役員、補助員等の休憩の場を確保する。 

その他の施設

26 補助競技場は、第 3 種公認陸上競技場とする。1 周の距離が 400m の全天候舗装で

6 レーンまたはそれ以上とし、直走路は 8 レーンとする。また、舗装材は主競技場

と同等とし、表面仕上げおよび硬度は同一とする。立地条件等やむを得ない事情に

より、2011 年 4 月 1 日現在、補助競技場の 1 周の距離が 300m の全天候舗装で 6 レ

ーンまたはそれ以上であり、直走路が 8 レーンの第 4 種公認陸上競技場である場合

に限りこれを認める。 
27 大規模競技会では、投てき練習場は主競技場の至近に設置する。 
28 主競技場と補助競技場との動線を簡単かつ明快な関係にあるようにしなければなら

ない。また、陸上競技場の設置にあたっては主競技場と補助競技場の相対関係（動

線）を十分考慮し、特に招集所とその付近の仮設トイレ等を含めた施設づくりをす

る。 

その他

29 陸上競技場の設置についての計画、公認陸上競技場としての認定に必要とされる申

請は、その所在地の加盟団体を経て本連盟に提出しなければならない。 
30 走路および助走路の全天候舗装の厚さが規定に合致しているかを、本連盟検定員が

確認する。 
31 派遣費用は、申請者が負担する。旅費は、本連盟の定める旅費規程に準ずる。 

第 種公認陸上競技場 

1 トラックは 8 レーンまたは 9 レーンとし、1 レーンの幅は 1m220 とする。走路の

厚さは 13 ㎜以上とする。直走路のスタートライン付近の厚さは 18 ㎜以上とする。 
2 障害物競走の水濠は、レーンの内側または外側に設置する。水濠の部分の走路の厚

さは 25 ㎜以上とする。水濠を内側に設置するときには、トラックの直走路 84m390
以上を推奨する。 

3 トラック内のマーキングは、必要最小限とする。 

跳躍場

4 第 1 曲走路側の半円部分を A ゾーン、第 2 曲走路側の半円部分を B ゾーンと称

し、トラックの半径の 2 つの中心点を結んだ線の延長上の全天候舗装部分の長さ

は、原則としていずれかを 25m 以上とする。走高跳は A ゾーン、B ゾーンのいずれ

かに 3 か所以上、いずれかのゾーンで同時に 2 面競技が出来るように設置する。助

走路の厚さは 15 ㎜以上とする。全天候舗装に直接踏切る部分の厚さは 18 ㎜以上と

する。 
5 走幅跳、三段跳の助走路ならびに砂場は、メインスタンド側またはバックスタンド

側（インフィールドでもよい）に 6 カ所以上設置する。助走路の厚さは 15 ㎜以上と

する。全天候舗装に直接踏切る部分の厚さは 18 ㎜以上とする。 
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6 棒高跳の助走路ならびにボックスは 4 カ所以上設置する。助走路の厚さは 15 ㎜以

上とする。全天候舗装に直接踏切る部分の厚さは 18 ㎜以上とする。 

投てき場

7 投てき用芝生は、投てき距離が十分であるようスペースを確保するものとし、最大

106m×73m とする。ただし、トラックの直線が 84m390 以上で A ゾーン、B ゾーン

のいずれも 25ｍ以上とするときには、最大 107m×73m まで認める。 
8 砲丸投は、A ゾーンまたは B ゾーンのいずれかに扇形の投てきエリアを設置す

る。その他、芝生に投てきするサークルを 1 カ所以上つくることができる。 
9  円盤投、ハンマー投のサークルは兼用型でもよいが、2 カ所設置する。砲丸投のサ

ークルと兼ねてはならい。 
10 ハンマー投の囲いの可動パネルと最前部の 2ｍの部分のパネルの高さは 9m 以上、

囲いの後部のパネルか網掛け部分は 7m 以上とする。ハンマー投の囲いで円盤投の囲

いを兼ねることができる。 
11 やり投の助走路の末端は、やりが構造物と接触しないようにする。助走路の厚さは

15 ㎜以上とする。全天候舗装に直接踏切る部分の厚さは 18 ㎜以上とする。半円より

外側の助走路の厚さは 13 ㎜でもよい。 

構造物

12 レーンの外側からスタンドまでは極力近づける。ただし、スタンドから競技全体が

見わたせ、死角が生じないよう配慮する。 
13 メインスタンド側のダッグアウトの幅は 2m 程度が望ましく、また床のレベルはグ

ランドレベルとする。やむをえない場合は 50 ㎝まで下げることができる。 
14 ダッグアウトの天井の高さは最低 2m300 以上が望ましい。 
15 メインスタンドの中央廊下の幅は 3m 以上が望ましい。 
16 高齢者、身障者に配慮し、車椅子席を設置する。またその動線を確保する。車椅子

席の席数については、条例その他の法令等の規定に従うものとする。 
17 第 2 種公認陸上競技場に必要な器材が完全に収容できる用器具庫を設置する。用器

具庫の出入口の、高さ、間口はマット等の出し入れに支障のないようにする。床はグ

ランドレベルにする。ただし、他の競技の用器具等も収納する場合は、この基準を充

足するほかにその必要な広さを確保するものでなければならない。 
18 夜間照明設備があることが望ましい。また移動式でもよいが、フィニッシュライン

の付近は写真判定に支障のない明るさを必要とする。 
19 電光掲示盤を設置することが望ましい。第 2 種公認陸上競技場で開催し得る競技会

の条件として電光掲示盤を必要とするときは、仮設でもよい。常設にあたっては本

連盟と事前に協議されたい。 
20 スタンドの上層部には放送室、指令室、電光掲示盤操作室等を設け、同一レベルに

隣り合わせて写真判定室ならびに装置を設置する。また、下層部には、情報処理

室、コピー室、医務室、ドーピング検査室、ウエイト・トレーニング室等を競技会

運営上、最も使用しやすい場所に設ける。1994 年以前から継続して公認されている
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第 2 種競技場では、少なくとも、写真判定室と審判長との間には通信機器を必要と

する。 
21 記者席は仮設でもよいが、フィニッシュライン上方の観覧席に設置し、電話、モニ

ター等の設置が可能な施設とする。 
22 大規模競技会では、監視カメラ（12 カ所）を必要とする。 
23 観客の収容数は 5,000 人以上（芝生を含む）とする。少なくともメインスタンド

は、1,000 人以上とし、屋根付きを希望する。多目的な利用での競技場として必要な収

容数は、別に定めればよい。 
24 メインスタンドまたはバックスタンド側に雨天走路を必要とする。 
25 役員、補助員等の休憩の場を確保する。 

その他の施設

26 全天候舗装の補助競技場があることが望ましい。 
27 投てき練習場が主競技場の近くにあることが望ましい。 
28 主競技場と補助競技場の相対関係（動線）を十分考慮し、とくに招集所とその付近

の仮設トイレ等を含めた施設づくりをする。 
その他

29 陸上競技場の設置についての計画、公認陸上競技場としての認定に必要とされる申

請は、その所在地の加盟団体を経て本連盟に提出しなければならない。 
30 走路および助走路の全天候舗装の厚さが規定に合致しているかを、本連盟検定員が

確認する。 
31 派遣費用は、申請者が負担する。旅費は、本連盟の定める旅費規程に準ずる。 

付則 ２０２１年４月１日改正 
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公認陸上競技場に関する細則の改正

・ ブルートラックでの青色マーキングの規定の追加。

・ 三段跳の踏切板位置の明確化。

・ 全天候舗装用レーンマーキング色分け標準表の修正

・ 競歩用パドルの競技規則第 条に整合するため、名称とサイズの変更

（標識タイルとマーキング）

第 条

塗布する色彩および形状は、全天候舗装用レーンマーキング色分け標準

表（別表 ）による。ただし、舗装がレンガ色以外の場合は、見やすい色に

変更してもよい。なお、別表 の青色のマーキングは、ブルートラックの

場合には赤色とすることが望ましい。

（走幅跳、三段跳）

第 条 走幅跳・三段跳の施設はつぎのとおりとする。（ ）内は女子。

〔注〕 助走路の長さは踏切板からとする。

助走路の横断面は山型が望ましい。

施設数は砂場の数とする。助走路の両側に砂場があるときは 施設とカウ

ントする。 ｍ以上の一つの砂場に同時に競技が出来る助走路があると

きは 施設とカウントする。

走幅跳と三段跳の設備は、それぞれ併用してもさしつかえない。

走幅跳、三段跳の助走路は、踏切板ならびに砂場の上縁と同一レベルとす

る。

走幅跳の踏切板は、施設数以上を設置する。

三段跳の踏切板から砂場までの距離の最大は ｍとする。踏切板から砂場

までの距離は、開催する競技会及び地域のレベルに応じて上記と異なる距

離の踏切板を追加して設置することができる。第 種、第 種の踏切板か

ら砂場までの距離女子 ｍ、男子 ｍは、 か所以上が基本であるが、少

なくとも 箇所以上とし、同時に競技が出来るように設置する。第 種、

第 種の踏切板から砂場までの距離女子 ｍ以上、男子 ｍ以上は、開催

する競技会及び地域のレベルに応じて踏切板を設置する。国際大会では、

女子三段跳の踏切板から砂場までの距離は より短くしない。設置する

踏切板が不足する競技場は、公認満了が 年 月 日以降の継続検定

までに対応する。

施設数
助走路 砂 場

踏切板から 砂場ま

での距離

長さ 幅 幅 ） 長さ 深さ 走幅 三段

第 ･ 種 以上 以上
〜

以上
以上

第 種 以上 以上
〜

以上
以上

以上

以上）

第 種 以上 以上
〜

以上
以上

以上

以上）
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走幅跳、三段跳の助走路

白黒マーク

1
,2

5
0

5
0

5
0

2
,7

5
0

5
0

2
,7

5
0

5
,5

5
0

黄マーク

黄マーク

（
1
,2

2
0
）

5
0

5
0

1
,3

5
0

2
,7

5
0

1
,3

5
0

全天候舗装用レーンマーキング色分け標準表

・ ８、代用縁石の置き方の削除

・ １８、走高跳、判定補助線の訂正

・ １９、レーン幅 ｍ の訂正、今年度校正ミス

・ ２０、走幅跳・三段跳での中央の助走路を使ったときの黄マークの追加

走高跳の支柱台

白

2,000 4,000 2,000 4,020

支柱台
φ80～150

計測基準台
40×150

判定補助線がやり投スターティングライン

の前にかかる場合は塗布しない

4,020

判定補助線　W50

他の競技に影響がなく、

芝側のときに塗布してもよい

3,000

棒高跳の助走路、支柱台
棒高跳助走路が単独である場合は実線でよい
支柱台の寸法は支柱の土台の大きさによる

白
1,100

1,800以上

ゼロ・ラインW10 白
支柱台の外縁（500程度）まで

1,
22

0

5,000

700

5,000

60
0以

上

5,
50

0～
6,

00
0

□50

８

３０００ｍ、５０００ｍのグループスタートの末端(合流点になる
所) (ただしＬ＝８０ｍ、Ｒ＝３７．８９８ｍの場合）

緑

Ｄ

代用縁石（白）

マーキング（緑）50×50

131

50

４レーン

５レーン

Ｄ’

走る方向

14
― 41 ―



 
用器具一覧

必備用具

必備器具

 

 

付則 ２０２１年４月１日改正

・ 名称を競技規則と整合する。 
・ 国際競歩審判員（IRWJ）が使用しているパドルの寸法を加える。 
・ ロスオブコンタクトのマークが違う。 
・ IRWJが使用しているものと同様な製品が作成されている。 
・ どちらのパドルも使える。 
・ IRWJを呼ぶ大会では海外選手も参加するので、出来ればIRWJと同じパドルを使え

ば戸惑わないので、IRWJと同じパドルを使っていただきたい。 
 

用器具名称
区

別
１種 ２種 ３種 ４種 ４種Ｌ 摘 要

競歩用イエローパドル

競歩警告用円板（黄）
× 組

直径 以上 ㎜～
㎜ 柄の長さ全長 以上

㎜～ ㎜、プラスチック
又は軽金属表裏同一マークと
する。イエローパドル黄は２種
類、レッドパドル赤は無地

競歩用レッドパドル

競歩失格用円板（赤）
× 枚

競歩用掲示板

競歩用警告掲示板
× 台 縦 ㎜×横 ㎜以上
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（３）その他の注意事項

● ｍ、 ｍのスタート位置

・ ｍスタート … ｍＨのハードル 台目と同じ

・ ｍスタート … ｍＨのハードル 台目と同じ

● ｍＨ設置の注意事項

・ 競技会での実施が予定されています。すべての競技場で必要ではないことか

ら設置の義務付けはしていません。各陸協で設置を必要とする競技場を検討

して設置を働きかけてください。設置後、検定が必要となります。

・ 標識タイルでない費用負担の少ない表示方法としています。

・ マークングはしていませんので、競技会時に設置位置をマーキングしてくだ

さい。チョーク付きの水糸を利用すると簡単に早く設置ができます。この方

法は、全国検定会議、全国区域技術役員会議において各都道府県の検定員、

技術役員に周知をしています。

・ ハードルの高さは、男子 、 ㎜、 、 ㎜、女子 ㎜。

● 障害物の対応 競技規則第 条

・ 障害物の高さに 男子（ ㎜ ± ㎜ ）の規格が ルールに新たに定

められた。

・ 国内では競技会で行わないことから、〔国際〕対応になっているが、導入さ

れてもすべての競技場が対応するには 年近くかかることから、２０２０

年から の高さにも対応した製品が納入されている。

・ 製品の値上げはなく、競技場の了解を得て納入することとなっている。

・ 固定障害は水濠改修時など固定障害の支柱を更新するとき、移動障害は更新

するときに対応している。義務付けではないので注意されたい。

・ 納入した競技場では、高さの違いが判りづらく、競技会時に高さの修正に

間違いがないよう注意をされたい。使用する審判員等に周知をしてくださ

い。

固定障害の高さの表示
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● 障害物競走等、グループスタートにおける代用縁石の置き方

・ 競技規則により、国内の競技場では代用縁石を置くことから、代用縁石を縁

石とみなして、トラックの計測は縁石の外側から の所で計測している。

・ 代用縁石を設置する際は、競技場保有の代用縁石の数が不足しているので、

本おきとしていたが、競技規則に則れば全線に置く必要がある。

・ 競技場の代用縁石の補充整備を進めている。

● 粘土板の粘土の角度変更

・ 粘土を４５度から９０度となる。（競技規則第１８４条３～５）

・ 適用開始時期が延期された。

ＷＡ：２０２０年１１月１日 → ２０２１年１１月１日から

国内：２０２１年４月１日 → ２０２２年４月１日から

・ 粘土板は、新ルール適用後も現在使用しているタイプ（４５度成型対応）が

粘土を９０度に成型できるため、粘土板はそのまま使用する。

・ 粘土を９０度に成型するローラーは製品がある。

粘土を °の成型から °に成型することになる

成型ローラー ローラーなしでも成型可

● 兼用サークル表面の仕上げの追加

・ ＷＡ施設マニュアルの改正において、ハンマー投の兼用サークル（ドー

ナツ板）は素材によっては雨天時に滑りやすいものがあり、上部を白色以外

で、滑らない仕上げとされた。

・ 国際大会では対応した物を使用する必要がある。

・ 国内でも、滑らない仕上げの製品が販売される。（ 円＋税）検定品

であるので、買い替え時には滑らないものを購入する。

・ 買い替えるのは高額のため、買い替えるまでの措置として競技場にある製品

には、滑らないテープを貼ることで対応可能としている。
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推奨品：すべり止めテープザラザラ、テープ代は概ね８，０００円程度。

色は透明あるいは単色。

規格外の白のドーナツ板も違う色を貼ることで使用可。

現地で吹き付けをしたところもあるが、買い替えるまでの措置であ

り、安価のものでの対応とされたい。

テープを貼った状況

● 長距離競走路、競歩路コース設定の注意事項

① 長距離競走路、競歩路コース設定

・ 競技会では計測したコースを設定してください。計測したコースと同じに設

定されないと公認大会と認められません。

・ 計測時に作成された経路図、ポイント図を基に設定をしてください。コース

所有者がこれらの図面を作成しています。

・ 計測されたコースと違うコースとなる時には、事前にコース変更の検定を受

けなければなりません。

・ 途中計時の記録もコース設定の条件を満たしている箇所は、公認記録となり

ますが、必ずラインを入れてください。

② ＷＡ認証コースの競技会

・ 世界記録、アジア記録の認定において、競技に先立ち、正式に計測され記録

されたとおりのコースであることを確認しなければなりません。（競技規則

第 条 ⒟）

・ 当初のコース計測を行った計測員（Ａ級、Ｂ級）またはその計測員に指名さ

れた者が、競技中に先導車に乗り込み、競技者が同じコースを走っているこ

とを確認しなければなりません。

・ 陸連の後援競技会では国際道路コース計測員の派遣を義務付けております。

・ 派遣を希望する大会では、陸連に派遣依頼を提出してください。

・ プログラムの審判編成には「国際道路コース計測員」としてください。

③ 競歩路コース

・ オレゴン世界選手権から男女の 競歩が追加されることになった。

・ キロ競歩を正式種目となる予定。ＷＡが規則改正時期を検討中。

ＷＡ規則改正後、国内規則の変更を経てからコース計測等の対応をする予定。
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2021 年度競技規則修改正のポイント 
審判部長 小林 幸太郎 

 
① 競技規則の番号体系の変更 

2021 年ルールブックから【Competition Rules：競技会規則】と【Technical Rules：競技
規則】の編成に変更。『以下のような表記に変更』 
➢ 2020 年までのルールブックの表記方法 
第〇条         第 114 条 
第〇条●        第 130 条 1 
第〇条●（a）     第 170 条 6(a) 

➢ 2021 年からのルールブックの表記方法 
 CR（TR）○      CR7 
 CR（TR）○．●    TR23．1 
 CR（TR）○．●．△  TR24．6．1 
 
② 競技用靴 

１.靴底の最大の厚さのルールが下記の表の通りに全ての種目で適応のため、フィールド、
混成競技など注意が必要。混成に関しては、種目ごとに確認するか、その日の最初の招
集のときにその日のすべての靴を確認するなど工夫が必要である。 
2.公認競技会（公認記録）では規則に適合した靴を使用していることが必要であり、非
適合靴の使用は認められない。WA への記録申請の際、本人は適合靴であっても同レー
スに出た他の選手 が非適合靴の場合、記録が認められないこともある。 
『招集所』 

靴底の厚さ、スパイクの数等を事前チェックする。計測にあたっては「多少の誤差
がありうる」ことを念頭におく。規則に反する靴があれば、競技者に指導し、必要に
応じて、競技開始前段階で総務や各審判⻑と指導対象者等の情報共有を⾏う。 
＊WA による承認靴のリストを確認する。サイズの基準は、26.5〜27.0cm になって
いるため、靴底の厚さの計測では「多少の誤差がありうる」ことを念頭におくこと。 

『審判⻑』 
競技中の様子、競技結果で靴底の厚さ等に疑義があれば、トラック競技・ フィー

ルド競技を問わず、競技終了後に再チェックを⾏ってもよい。特に世界記録、日本記
録等がマークされた場合は、再検査をおこなう。 （≒投てき種目で日本記録が生ま
れたら、投てき物の再検査をおこなうのと同じ考え） 
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靴の種類と要件、競技会での使用 

③ アスリートビブス 
アスリートビブス（ビブス）の大きさは、横 24 ㎝以内×縦 16 ㎝以内に変更。 個人

を識別する文字や数字等の大きさは従来通りの縦最低 6 ㎝〜最⾼ 10 ㎝である。 
2021 年度から競技会ごとにビブスを作成する場合は、新規格のものを用意すること。 

但し、以下の２つのような場合は 2023 年 3 月末まで旧規格（横 24cm 以内×縦 20cm
以内）の使用は可能とする。 
１.中体連・⾼体連等で 3 年間、同一番号のビブスを使用している場合、在校生 （2021
年 4 月から 2 年生以上）の卒業まで（最⻑ 2 年間）。 2021 年 4 月からの 1 年生は新規
格のビブスを使用する。 
２.加盟団体に大量に旧規格の在庫がある場合。 

＊各学校、競技会で移⾏期間があるが、新しい規格のアスリートビブスを用意していく
必要があります。 

 
④ 障害物競技 

水濠に関しては、「距離が短くなる・ならない」「外に出た歩数」ではなく、 「きちん
と水濠を越えたか・越えていないか」で判定するため、下記の例の通りに水濠の区間で
外に出てしまった時点で失格になる。 

 
⑤ ≪2021.4.1 適用予定だった修改正が 2022.4.1 に延期≫  

競技者が踏切る際、跳躍しないで走り
抜けたり、あるいは跳躍の動きの中で踏
切足または踏切足の靴のどこかが、踏切
板または地面から離れる前に踏切線の垂
直面より前に出たりした時に無効試技に
なる。 
※これに伴い、粘土板の角度も 45 度か
ら 90 度へ、競技会によってはビデオカ
メラ等による踏切の判定導入。ビデオカ
メラ等の機器の使用しない場合はこれま
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で通り、粘土板を使用すること。 
⑥ トランスポンダーシステム 

公認記録の時間は信号器のスタート合図（または同期したスタート信号）から競技者
がフィニッシュラインに到達するまでの時間（グロスタイム）である。 

ただし、非公認記録ではあるが、競技者がスタートラインを通過してからフィニッシ
ュラインに到達するまでの時間（ネットタイム）を知らせてもよい。 

  ＊大会主催者はネットタイムを参加標準記録の資格記録として扱ったり、エリートカ
テゴリーの競技者を除くランナーの順位付け等に活用してもよい。 

 
⑦ 内容の明確化 

＊下線部のところの追加や変更。 
1．技術総務 

〔国内〕 4. 道路競技においては、コースの整備状況や設備、用器具の配置等が競技
規則や競技会の技術的・組織的計画に従っていることを確認する。 
 

2．出発係 
〔国内〕 800ｍを超えるレースではスタートラインの後方約 1ｍのところに並べる。 
 

3．世界記録の要件 
・競技者が世界新記録または世界タイ記録を樹立したら、競技終了後直ちにドーピン
グ検査を受けなければならない。 
・Anti-Doping Regulations で認められている事由以外での遅延は認められない。  
・400m 以上種目では、世界記録を承認するために収集された検体は、赤血球生成刺
激剤（ESA）について分析。 
・ドーピング検査に関連する文書は、入手次第、直ちに WA に送付。 理想としては、
記録申請の際に記載しなければならない世界記録申請書類 一式と共に、競技開催日
を含め 30 日以内に WA 事務局に発送の必要あり。 
・ドーピング検査に関する書類は Athletics Integrity Unit において審査。 
【以下の場合には記録は公認しない】 
a.ドーピング検査が実施されていない場合 
b.ドーピング検査が競技規則またはアンチドーピング規則に従って実施されていな
い場合 
c.ドーピング検査の検体が分析に適していない場合、または 400m 以上の競走競技で
ESA の分析されていない場合 
d.ドーピング検査によりアンチドーピング規則に違反していることが判明した場合 
 

4．同時申込 
競技者が、同時にトラック競技とフィールド競技あるいは 2 種目以上のフィールド

競技に出場している場合には、審判⻑は 1 ラウンドに一度、 走⾼跳および棒⾼跳で
は各試技に一度、競技会に先立って決めた順序によらないで、その試技を許すことが
できる。もし、競技者がその後の 試技を⾏うべき順序の際に不在の時、その試技時
間が過ぎれば、パス扱いとなる。 

 
5．競技者に対する助力（認められる助力） 

 電子ライトや類似の器具によ
る、レースの進⾏時間や関連す
る記録の提示。 
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障害物競走等、グループスタートにおける代用縁石の置き方について 
 

国内の競技場では代用縁石を置くことから、代
用縁石を縁石とみなして、トラックの計測は縁石
の外側から 300mm の所で計測している。そのため
に、国内の競技場の 10000m におけるグループス
タートのスタートラインは直線の⻑さにも関係 
するが（5 レーンの）800m のスタートラインの前
方に引かれている（図 1 参照）。  

一方、海外の競技場のグループスタートのスタ
ートラインは（5 レーンの）800m のスタートライ
ンと重なっている所から引かれている。これは内
側のライン外側から 200mm の所でトラックの計
測を行っているためである（図 2 参照）。 厳格に
言えば国内競技会において代用縁石を設置する際
は、競技規則に則れば全線に置く必要がある（図 3
参照）。しかしながら、競技場保有の代用縁石の数
が足りなければ、1 本おきに置かざるを得ない。ま
た、国内で実施する国際大会においては全線設置
を基本としてレースがスタートした後は 速やか
にすべての代用縁石を撤去することとなる。グル
ープ スタートのレースが複数組ある場合もレー
スごとに並べること が望ましい。 

グループスタートする際に第 2 グループのスタ
ートラインか らすぐに縁石を設置すると、第１グ
ループ外側の競技者が縁石につまずくことがあ
る。そのため、第 2 グループのスタートラインか
ら（約 5〜10m 程度）縁石を設置せず、第 1 グル
ープの 競技者の安全性を考慮しながら 2 個また
は 3 個のコーンを置くことが望ましい。縁石に代
わりコーンを設置していることを競 技者に伝え
るとよい。 国内競技場におけるグループスタート
のスタートライン【図１】 海外競技場におけるグ
ループスタートのスタートライン【図 2】 全線に
設置した代用縁石【図 3】 
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審判手帳に関してのお願い 
 
① 手帳は新しいものにしてください。 

旧手帳（黒表紙）→新手帳（紺表紙） 
 
 
 
 
 

 
② 手帳を切り替えた際には改めて新手帳に新たに撮影した写真の貼付および加盟団体の

割刻印、氏名、住所、 生年月日、昇格年月日の記載・承認印をお願いします。 
 

③ 手帳へのページの付け足しはせず、使い切ったら 新しい手帳を新調してください。 
 
④ 日付記載は西暦で統一を 審判手帳、申請書類の日付記載は 西暦で統一をお願します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑤ 講習会の記載は確実に 講習会実施の日付は、競技会の欄ではなく審判 講習会のページ

に記載してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑥ 競技役員としての出席のみを記載 大会役員（会長、副会長等）としての参加は、 競技

会出席回数に含まれません。 手帳には、競技役員（審判員）として出席した 場合のみ
記載してください。 また、担当役員欄は空欄にせず、具体的な 競技役員名を記入して
ください。 
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会議報告 

2021年 3月 13日 

報告者：競技部長 酒井 剛 

 

2020(令和 2)年度 全国競技運営責任者会議 

１ 尾縣専務理事より 

 コロナ感染症は緊急事態宣言によりやや減少の方向に向かってはいるが、未だに厳しい状況は続

いている。東京オリンピック・パラリンピックについても様々な状況が考えられるが、今は「日本

のスポーツは止まっていないことを世界にアピールする」そのために、各都道府県においては、コ

ロナウィルス感染症予防策を徹底した上で、競技会を開催していただきたい。厳しいお願いである

が、よろしくお願いしたい。 

２ ルール修改正について 

 今年度のＷＡルールに関して大きな修改正はシューズに関するところがほとんど。それ以外は大

きくは変わっていない。ただし、ルールブックへの表記の仕方について ①条文の表記方法を大き

く変える。 ②英語から日本語への翻訳をより厳密に行う。 

1. 条文の表記方法について 

2020年度版 第○○条→（CR００-Competition Rule,TR００-Technical Ruleなど） 

2021 年度版ルールブックより新しい表記となるため、できるだけ 2021 年度版は購入して新しい

条文表記になれてほしい。 

3 分科会報告 

・公認競技会の申請。 

競技会を行う前に申請。 

競技会の開催日にこだわらずまとめて連絡をする。2月分は 2月末に送るなど。 

・記録の申請について 

日本記録申請用紙について 7ヶ所新しくした。 

審判員のサインを落とさないように。併せて審判員の ID 記載も必要となるため、審判員証のど

こかに IDを記載しておくと良いか。 

一般的に誰でも出場している競技会において、U20や U18の新記録を見落とさないように 

・広告規定の修改正 

読めば読むほど煩雑でよくわからない。 

トップレベルの大会ではより厳しくなるため、競技者、関係者は熟知しておく必要あり。 

都道府県名は？大学生までは前後に無制限で表示することができる（サイズは大事） 

ユーチューバから支援を受けている場合、ハッシュタグの記載になることもあるが、ハッシュ

タグもサイズの範囲内で記載可能。サイズは厳しくチェックする。 

競技役員にも同様の規定が適応されるため、競技役員の衣類やバッグなどのロゴに注意が必要。 

・混成競技についてシューズの厚さは？ 

基本的に競技開始前に測定する。チェックの仕方はいくらでも簡略化が可能。 

認められているシューズの一覧表をあらかじめ配るなどしておくと良い。 

リストにないシューズは競技会前にチェックしますという旨をあらかじめインフォメーション

しておく。 

・通信機器の持ち込みができないことについて 

最近は腕時計に通信機器がついているものもある。100m で日本記録を出した際、桐生選手がそ

れに該当する時計をつけおり、様々な映像に残ってしまった。残念。 

競技者はいろいろな方法で機器類を持ち込もうとするので、頭ごなしにだめ出しをするのでは

なく、選手とコミュニケーションをとりながら、信頼関係をつくりながら、それでもダメなも

のはダメという姿勢を貫きたい。（これは審判員の助力も同様ですね-酒井私心です） 

・JRWJ の派遣が多く求められる 

WRに関係する競技会では派遣が求められる 

JTO、JRWJの人数が不足している 

アナウンスの際の「君」「さん」付けについては、これまで通り 

日本選手権等では「君」「さん」はなしも 
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２０２１年度 長野陸協 審判講習会審判員クリニック（競技規則確認テスト） 

 

① 解答は〔  〕に記入すること。（論述問題は□に記入すること） 

② 202１年度日本陸上競技連盟競技規則に基づいて解答すること。 

③ 「陸上競技ルールブック」と「２０２１年度審判講習会資料」を参照しながら解答すること。 

（２０２１年度修改正以外からも出題されている） 

④ テストの提出期限は、２０２１年５月３１日（月）必着。提出方法は下記の２通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

支部                          氏名           

■〔  〕の中へ○× または 正しい数字を選ぶか、数値を入れなさい。 

 

1. 2021 年ルールブックの編成は、【Competition Rules：競技会規則】と【Technical Rules：

競技規則】に変更になる。                        〔   〕 

  

2. トラックの計測は縁石の外端（縁石がない場合はラインの外側）を基準に計測をする。 

          〔   〕 

 

3. 「On your marks（位置について）」または「Set（用意）」の合図の後、音声や動作、その

他の方法で他の競技者の妨害をしたので、審判長は不適切行為があったとして当該競技者

に対して警告を与えた。                         〔   〕 

  

4. 男子１１０ｍH 予選で、ハードルを超えていないと判定され失格した選手が、判定を不服と

して競技終了後２０分、結果発表後１４分後に正式に抗議した。この抗議は受理される

か。                                  〔   〕 

  

5. リレーにおいて、テイクオーバーゾーン内でバトンパスが開始され、バトンパスが完了し

ていない状態でバトンを落とした場合にバトンを拾わなくてはならない走者は、次の①〜

③のうちどれか。 ① 渡し手(前走者)  ② 受け手(後走者)  ③ どちらでも良い 

             〔   〕 

  

6. 4×400m リレーのバトン渡し。テイクオーバーゾーンの内側より走り出さなくてはならない

が、この時ラインの線は踏んでいてもよい。       〔   〕 

≪提出方法①≫ 

 

Google フォームから 

解答する。 

 

 

https://forms.gle/5ikmxzEsQTRigJfB7 

≪提出方法②≫ 

解答後、この用紙を長野陸協事務局へ郵送する。 

（トラブルを避けるため、競技運営委員・事務局等に

提出することはせず、郵送のみとする。） 

〒381-0038 長野県長野市東和田 632 

長野市営陸上競技場内長野陸上競技協会 宛  

（封筒に「審判講習会評価テスト在中」と記載） 
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7. リレー種目でイエローカードを 2 回出されたチームの選手は、その後出場予定の個人種目

も失格と見なされ、出場することはできない。            〔   〕 

  

8. 400ｍを超えるレース（4×200ｍリレー、メドレーリレー・4×400ｍリレーの第 1 走者を除

く）では、競技者は位置についたとき片手であれば、グランドに触れてもよい。〔   〕 

 

9. トラック種目に於いて風速を計測する時間は、スターターの信号器の発射（閃光／煙）か

らつぎの通りとする。 60ｍ…5 秒間 100ｍ…10 秒間 100ｍハードル…10 秒間 110ｍハ

ードル…10 秒間 200ｍ…13 秒間                     〔   〕 

  

10. 競技者が自分の意思により競技を途中で止めた場合、その競技のその後の試技を行うこと

はできないが、 高さを競う跳躍競技での 1 位決定のためのジャンプオフには出場できる。 

〔   〕 

 

11. 走幅跳の決勝を７名で行っている。３回の跳躍を終えた時点で、１名記録なしだった。４

回目以降の試技のできる人数は何人だろうか。            〔   〕 

  

12. フィールド種目の靴底の厚さは、三段跳が①ｍｍ、それ以外が②ｍｍである。  

                   ①〔   〕 ②〔   〕 

 

13. 混成競技では、競技で使う全ての靴底の検査をしなければならない。     〔   〕 

 

14. 3000m に出場している選手が使用している靴底の厚さが基準を超えているように思えた審判

長が、レース後に靴底の厚さを測定したら 2mm 超えていた。しかし、招集を通過してしま

ったので失格とはせず、注意を与えた。                  〔   〕 

  

15. 女子棒高跳において、３ｍ００の２回目を失敗し３回目の試技に入ろうとした選手に、主

審が「アップライトをあと１０ｃｍ前に出すといい」と選手に話した。    〔   〕 

  

16. 競技役員や主催者から任命された者が（倒れた選手を）立ち上がらせたり、医療支援を受

けられたりするための身体的な手助けは助力ではない。           〔   〕 

  

17. 競技会において、投てき物が補助員に接触する事故が２年連続で起きている。事故を防ぐ

ために、どのようなことに気をつけていけばよいのか、あなたの考えを述べなさい。 

 

                                        

 

                                         

 

                                         

大変おつかれさまでした！ 解答を忘れずにお送りください。 
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